




規定審議会代表議員 PG 酒井 善盛
(⼀社)国際ロータリー⽇本⻘少年交換多地区合同機構 社員 PG 佐久間英⼀
ポール・ハリス・ソサエティ・コーディネーター ＰＧ 野﨑 潔
公益財団法⼈ロータリー⽶⼭記念奨学会理事 PG ⼤橋 廣治
公益財団法⼈ロータリー⽶⼭記念奨学会評議員 PG 渡邉 公平
公益財団法⼈ロータリー⽶⼭記念奨学会財務委員 PG 平井 義郎

鈴⽊ 喬⼆ （いわき平中央）
富永 健男 （⽩河）
佐原 元 （喜多⽅） ロータリー財団委員会
阿久津 肇 （福島） 規則・⼿続委員会
牧 公介 （船引） 職業奉仕委員会 ◎ 鈴⽊ 邦典 （⽩河） Ｇ ⽯⿊ 秀司 （郡⼭） 平井 義郎 （福島中央） 関根 信 (郡⼭)
味⼾ 道雄 （須賀川） 社会・国際奉仕委員会 ○ 平井 義郎 （福島中央） IPG 芳賀 裕 （福島中央）
中澤 剛 （会津若松南） 社会・国際奉仕委員会 芳賀 裕 （福島中央） GE 志賀 利彦 （いわき⼩名浜）
⼤橋 廣治 （福島南） ⽶⼭記念奨学会委員会 GN 佐藤 正道 （喜多⽅） ◎ 平井 義郎 （福島中央） 菅野 秀⼠ （郡⼭）
根本 ⼀彌 （郡⼭⻄） 職業奉仕委員会   ○ 星 冨⼠雄 （喜多⽅）
渡邉 公平 （いわき勿来） ⽶⼭記念奨学会委員会 中野 義照 （⽯川）
野﨑 潔 （福島北） 学友・平和フェローシップ委員会 ◎ 芳賀 裕 （福島中央） ◎ 酒井 善盛 （南相⾺） ⼩野塚昇⼀ （郡⼭安積） 阿部 充宏 （郡⼭）
酒井 善盛 （南相⾺） 会員増強・拡⼤・R情報/RLI委員会 志賀 利彦 （いわき⼩名浜） ○ 佐久間英⼀ （三春） 古俣 猛 （福島） 阿部 充正 （郡⼭）
佐久間英⼀ （三春） 公共イメージ・IT委員会   ⽐佐 ⾂⼀ （いわき⼩名浜） 佐藤喜市郎 （飯坂） 安藤 紀彦 （郡⼭）
鈴⽊ 邦典 （⽩河） ロータリー財団委員会 相良 元章 （福島） 伊藤 公明 （浪江） ⼤⽊ 勝浩 （郡⼭）
平井 義郎 （福島中央） 地区研修リーダー/会員増強・拡⼤・R情報委員会 初瀬 照夫 （郡⼭） ◎ ⾼橋 ⾦⼀ （郡⼭⻄） ⼟屋 繁之  （郡⼭コスモス） 佐藤 聡 （郡⼭）
芳賀 裕 （福島中央） ⻘少年奉仕委員会/会員増強・拡⼤・R情報委員会 渡辺 浩⼦ （福島21） ○ 原⽥ 昌明 （⽩河） 酒井 良胤 （郡⼭）
⽯⿊ 秀司 （郡⼭） 遠藤 久 （会津若松中央） 佐川 保博 （⽯川） 鈴⽊ 正晃 （郡⼭）
志賀 利彦 （いわき⼩名浜） 早川 敬介 （郡山北） 磯 秀⼀良 （いわき⼩名浜） 中原 喜範 （郡⼭）
佐藤 正道 （喜多⽅）   鈴木美恵子 （福島グローバル） ⼆瓶 健⼀ （郡⼭）

  阿部 光司 （郡山西北） ◎ 鈴⽊ 和夫 （福島中央） 橋本 謙⼀ （郡⼭）
渡辺 健寿 （福島） ○ 村⽥ 明美 （いわき桜） 堀川 紀房 （郡⼭）
佐久間源三郎 （郡⼭南） 斎藤 俊雄 （福島しんたつ） 幕⽥ 宙晃 （郡⼭）

◎ 直前ガバナー 星 本⽂ （外部有識者） ＧＥ志賀 利彦 （いわき⼩名浜） 鈴⽊かおる （郡⼭アーバン） 丸⼭ 弘 （郡⼭）
◆ パストガバナー ⼩檜⼭ 均 （外部有識者） 鈴⽊ 禎夫 （郡⼭） ⼭⼝松之進 （郡⼭）
▽ ガバナー 酒井千恵⼦ （⽯川） ⼭⼝ 仁 （郡⼭）
▽ ガバナーエレクト 神⼭ 英司 （郡⼭） 佐藤 榮朗 （会津若松⻄） 横⼭ ⼤ （郡⼭）
▽ ガバナーノミニー ⻘⽥  真 （南相⾺） 安藤 正道 （福島中央）
◎ 委員⻑ 伊藤 優⼦ （福島21） 蛭⽥ 修⼆ （いわき⼩名浜）
◆ 委員
▽ オブザーバー

◎ 福島 佳之 （郡⼭）
○ ⾼橋 裕⼀ （郡⼭）

鍛冶 輝雄 （福島中央）
菅原 寛 （いわき⼩名浜）

新城 義雄 （郡⼭）
◎ 比佐 臣一 （いわき小名浜） ◎ 相良 元章 （福島） ◎ 初瀬 照夫 （郡⼭） ◎ 渡辺 浩⼦ （福島２１） ◎ 遠藤 久 （会津若松中央） ◎ 早川 敬介 （郡山北） ◎ 鈴木美恵子 （福島グローバル） ◎ 阿部 光司 （郡山西北） 遠藤喜志雄 （郡⼭）
○ 高萩 勝利 （いわき勿来） ○ 佐藤 真也 （飯坂） ○ 齋藤 純⼀ （会津若松⻄） ○ 髙縁 勝一 （郡山安積） ○ 大木 和彦 （須賀川） ○ 田久昌次郎 （いわき平中央） ○ 渡辺 章 （二本松あだたら） ○ 武島 昭良 （相⾺） 佐藤 晃⼦ （福島中央）

佐藤 和夫 （郡山北） ⼩松 博 （いわき⼩名浜）
● 福舛 透 （郡山南） ● 佐藤 雄三 （郡⼭東） 田代 行孝 （白河） ● 味⼾雄⼆郎 （須賀川ぼたん） ● 久井 貴弘 (郡⼭南） ● ⼤野 順道 （福島南） 大越　彰 （須賀川） ● 渡邊 英世 （福島中央）

有我 義雄 （須賀川） 内藤哲太郎 （⼆本松） 有賀 行秀 (いわき平） 渡辺 秀則 （船引） 斉藤 隆 （いわき勿来） 江川  正則 （喜多方中央） ⾼橋 亮⼀ （喜多⽅） 塩⾕ 憲⼀ （福島しんたつ） ◎ 有賀 隆宏 （郡⼭）
⻘⽥ 由広 （相⾺） 藤田 大 （富岡） 山口松之進 （郡山） 渡辺 勝 （郡⼭北） 宗像 伸二 （船引） 太⽥  丈⼈ （いわき⼩名浜） ⼤⽊ 勝浩 （郡山） ⼀條 浩孝 （福島南） ○ 宮川 雄次 （郡⼭）
渡邊 武 （梁川） 渡邊万⾥⼦ （郡山アーバン） 二瓶 健一 （郡山） 田邊 雅一 （会津若松中央） 渡部 憲一 （田島） 菅沼 裕 （福島） 佐藤 聡 （郡山） ⽵下真紀⼦ （いわき桜） 佐藤 聡 （郡⼭）
西川 博美　 （福島しんたつ） 影⼭ 吉則 （三春） ⾼橋 裕⼀ （郡⼭）
⽩岩 薫 （船引） ● 町⽥ 晃 （郡山南） ● 野地 トヨ⼦ （⼆本松） ● 佐藤 和子 （福島中央） ● 佐藤 悦夫 （福島東） 坂本 和久 （いわき⼩名浜）
上村 直人 （いわき常磐） 佐藤⽇出夫 （喜多⽅） 中村 岳嗣 （猪苗代） 天井 正一 （会津若松南） 矢内 好男 （船引） ● 佐藤壮⼀郎 （⼆本松あだたら）

箭内 ⼀典 （福島中央） ⼩池 正幸 （郡山東） ⻘⽊ 謙⼆ （南相⾺） ⼭川 正⼈ （福島北） 金田 昇 （白河西） 鈴⽊ 弘康 （いわき平）

⼩沼 ⼀夫 （会津若松） 町⽥ 敦 (郡山西北） ◎  大委員長 ⽻⼊ ⻯⼀ （喜多⽅中央） 采⼥ 真⼸ （郡⼭アーバン） 佐藤 典祐 （会津若松） ﾁﾝﾀｶ・ｸﾏｰﾗ （福島グローバル） ◎ 実⾏委員⻑
AG ８名 幕⽥ 宙晃 （郡山） ○  副委員長 阿部 充宏 （郡山） ● 伊藤オディ （福島中央） 　　　財団資金管理委員会 平⽯ 典⽣ （郡⼭安積） 太⽥ 宏 （郡⼭）

⼭⼝ 仁 （郡山） ●  小委員長 堀川 紀房 （郡山） (※地区ローターアクト代表） ● 川⼜ 暉之 （三春） 佐々⽊俊雄 （船引） ○ 副実⾏委員⻑
● 江花 祥雄 （猪苗代） 猪股 純⼀ （⽥島） 神⼭ 英司 （郡⼭）

鈴木 清友 （いわき平中央） ● 菅野 拓司 （保原） 鈴木 宏幸 （福島北） ● 吉⽥ 喜⼀ （郡⼭北） 遠藤友紀晴 （郡⼭）
伊庭 正寿 （郡⼭安積） 佐久間 功 （福島南） 根本  ⼀男 （郡⼭東） 泉⽥ 征慶 （浪江） 初瀬 照夫 （郡⼭）
管野 裕⼀ （福島） 横山 栄子 （矢吹） 鈴⽊ 正晃 （郡山） 岡⽥ 友⼦ （会津若松南） ● ⼤会幹事

安藤 紀彦 （郡山） 中目 公英 （白河西） 横⼭ ⼤ （郡山） 三津間誠吉 （二本松） 初瀬 照夫 （郡⼭）
橋本 謙一 （郡山） 中原 喜範 （郡山）

● 細川 正司 （⽯川） 酒井 良胤 （郡山）

佐藤 正道 （喜多⽅） ◎ 実⾏委員⻑
松永 雄一 （原町中央） 鈴⽊ 禎夫 （郡⼭）
原田 康博 （いわき平東） ○ 副実⾏委員⻑

GN 佐藤 正道 （喜多⽅） ⼤野 勝久 （郡⼭）
阿部 充正 （郡山） 湯浅 ⼤郎 （郡⼭）
丸⼭ 弘 （郡山）

県中分区

地区代表副幹事（いわき内郷）

ＲＩ2530地区ガバナー

⽯⿊ 秀司 （郡⼭）ガバナーエレクト ガバナーノミニー

⾓⽥ 恒雄

県南分区 相双分区
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ＰＧ
ＰＧ
ＰＧ 地区財団運営資⾦管理委員会 戦略計画委員会 地区研修リーダー

副ガバナー
諮問委員会 担当相談役 志賀 利彦 （いわき⼩名浜） 佐藤 正道（喜多⽅） 平井 義郎（福島中央）ＰＧ

ホルガー・クナーク（ドイツ） シュカール・メータ（インド）
Holger Knaack (Germany) Shekhar Mehta(lndia)

ＲＩ理事
⾠野 克彦 （東京⻄RC 2750地区）

2020/5/5現在

ＲＩ会⻑ ＲＩ会⻑エレクト

⼒丸 美彦 ⿊澤 信之 ⼟橋 養壱

地区幹事 
ＰＧ
ＰＧ ガバナー

補 佐
藤⽥ 弘美 廣澤 俊樹

分区 中央分区 県北第⼀分区 会津分区 いわき分区 県北第⼆分区

渡部 英⼀ 林 義功 佐久間 弘⾏ 遠藤 武⼠ ⾚井 博道

ＰＧ 危機管理委員会 ＲＩ規定検討委員会 郡⼭⻄ ⼆本松 喜多⽅

ＰＧ 根本 朝秋 松﨑 弘昭 ⼭⽥ 真司

原 町 本 宮
ＰＧ 池⽥ 達哉 五阿弥 宏安 渋川 武彦 ⼋幡 恭朗

（川俣） （⽮吹） （富岡） （本宮）
いわき平 飯 坂 ⽩ 河ＰＧ

クラブ名

会⻑名

郡 ⼭ 福 島 会津若松
ＰＧ 地区研修委員会 （郡⼭アーバン） （福島南） （猪苗代）

いわき⼩名浜 福島北 須賀川 相 ⾺ 三 春 地区副幹事
菅野 浩司 佐藤 厚潮 岡崎 五郎 渡辺 弘⼀

吉村 安寿 館⼭ 友美⼦ ⼭⼝ 進
ＰＧ 郡⼭東 福島南 会津若松⻄ いわき勿来 保 原 東⽩川
ＰＧ 濱尾 博⽂ 杉島 洪徳 佐藤 正道 阿部 吉宏 半沢 泰夫

浪 江 常 葉
越⽥和 俶充 酒井 淳 ⼩林 千秋 増⼦ 義夫 吉⽥ 太⼀

ＰＧ 規則・⼿続委員会 郡⼭南 福島⻄ 猪苗代 いわき内郷 福島東 ⽯ 川 富 岡 滝 根
鈴⽊ 礼⼦ 太⽥ 哲 酒井 千恵⼦ ⻄⼭ 由美⼦ ⽩⽯ 勝敏

⽮ 吹 原町中央 船 引
Ｇ 加藤 正志 佐藤 ⿓史 佐野 常則 磯上 佐太彦 松原 俊夫 横⼭ 栄⼦

ＩＰＧ 郡⼭北 福島中央 会津坂下 いわき常磐 梁 川
⼤村 芳⼦ 管野 正明

ＰＧ

ＧＥ 郡⼭⻄北 ⼆本松あだたら ⽥ 島 いわき平東 川 俣 ⽩河⻄ 南相⾺ ⼩ 野
GN ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI)委員会 佐久間 洋 宍⼾ 光英 渡部 正晴 草野 健 ⼭⼝ 京⼦ 吉野 敬之 ⻘⽥ 真 草野 利吉

郡⼭安積 福島２１ 会津若松南 いわき四倉 だて⻄ 須賀川ぼたん

ガバナー指名委員会 （オン・ツー・台北） 郡⼭アーバン 会津若松城南 いわき平中央 福島しんたつ
国際⼤会委員 根本 克則 伊藤 淳⼀ ⾓⽥ 光明 渡辺 昌弘 阿部 真樹

⽩河南

ロータリーの友地区代表委員 隂⼭ 知秀 佐藤 周⼀郎 ⽮吹 知⼦

郡部 仁喜

福島南 猪苗代 いわき内郷 川俣

⽯井 ⾠⼀ 神保 優⼦

郡⼭コスモス 喜多⽅中央 いわき桜
鈴⽊ かおる ⾚城 明広 細川 徹 ⼀條 雅敏 蓮沼  ⼀紀

福島グローバル 会津若松中央

地区資⾦委員会
井上   厚 ⾚間 浩⼀ 獅⼾ 卯⼀ 伊藤正広 渡辺 孝男
橋本 弘幸 林   克重 江花 祥雄 渡邊 邦雄 紺野希予司 舘 秀幸 栁澤 幸治

⽮吹 富岡 本宮郡⼭アーバン

⽶⼭記念奨学会
委員会

会計監事

会員増強・拡大委員会 公共イメージ委員会 社会奉仕委員会 インターアクト委員会 補助金委員会 米山記念奨学会推進委員会

会員増強・拡⼤・
ロータリー情報委員会

公共イメージ・ＩＴ委員会 職業奉仕委員会 社会・国際奉仕委員会 ⻘少年奉仕委員会 ロータリー財団委員会
学友・平和フェローシップ

委員会

分 区
幹 事

丸⼭ 京男

地区研修・協議会実⾏員会

米山記念奨学会学友委員会

地区⼤会実⾏委員会

担当
副幹事

担当
副幹事ロータリー情報委員会

RYLA委員会 米山記念奨学会選考委員会

⽉信委員会

担当
副幹事

担当
副幹事

ＩＴ委員会 国際奉仕委員会 ローターアクト委員会 資金推進・ポリオ委員会

担当
副幹事

担当
副幹事

担当
副幹事 青少年交換委員会 担当

副幹事



1965 ～ 1966 安 斎 徹 山 形
1966 ～ 1967 兼 子 俊 一 郡 山 後 藤 寿 二 飯 坂
1967 ～ 1968 渡 辺 網 彦 秋 田 新 城 栄 一 郡 山
1968 ～ 1969 高 橋 与 市 米 沢 小 林 英 一 白 河
1969 ～ 1970 穴 沢 養 一 会 津 若 松 野 地 道 彦 二 本 松
1970 ～ 1971 佐 藤 民 二 郎 大 館 長 谷 川 市 司 福 島 北
1971 ～ 1972 庄 子 晋 作 山 形 笠 原 良 平 須 賀 川
1972 ～ 1973 飯 島 隆 俊 い わ き 平 佐 藤 俊 夫 飯 坂
1973 ～ 1974 早 坂 源 四 郎 鶴 岡 小 泉 武 雄 福 島
1974 ～ 1975 大 原 嘗 一 郎 福 島 松 浦 満 保 原
1975 ～ 1976 高 坂 知 甫 山 形 西 藤 井 清 二 本 松
1976 ～ 1977 平 松 信 武 郡 山 穴 沢 栄 福 島 北
1977 ～ 1978 加 藤 武 久 い わ き 平 太 田 秀 夫 福 島 北
1978 ～ 1979 黒 沢 茂 天 童 安 畑 喜 太 郎 飯 坂
1979 ～ 1980 佐 原 史 哉 喜 多 方 田 中 善 六 福 島
1980 ～ 1981 濱 田 耕 一 米 沢 野 中 喜 一 保 原
1981 ～ 1982 作 田 正 治 郡 山 鈴 木 幹 雄 二 本 松
1982 ～ 1983 石 黒 慶 之 助 鶴 岡 石 森 健 三 郎 福 島 南
1983 ～ 1984 田 中 善 六 福 島 円 谷 亨 平 福 島 北
1984 ～ 1985 斎 藤 利 世 山 形 板 橋 廣 福 島 東
1985 ～ 1986 松 永 輝 彦 原 町 高 野 広 治 福 島
1986 ～ 1987 九 里 茂 三 米 沢 鈴 木 典 夫 福 島 北
1987 ～ 1988 志 藤 和 夫 会 津 若 松 遠 藤 辰 一 郎 福 島
1988 ～ 1989 吉 田 仁 い わ き 平 海 上 武 光 梁 川

村 上 七 五 三 酒 田 東
九 里 茂 三 米 沢

1990 ～ 1991 佐 久 間 有 寿 郡 山 東 小 笠 原 長 史 飯 坂
1991 ～ 1992 鈴 木 幹 雄 二 本 松 三 浦 薫 川 俣
1992 ～ 1993 桜 井 弘 佑 相 馬 鈴 木 一 雄 二 本 松
1993 ～ 1994 宮 森 茂 朗 会 津 若 松 西 本 田 浩 一 福 島 南
1994 ～ 1995 田 代 隆 一 須 賀 川 桃 井 富 士 麿 福 島 西
1995 ～ 1996 国 分 雄 太 郎 本 宮 阿 久 津 肇 福 島
1996 ～ 1997 初 瀬 行 雄 郡 山 多 田 司 郎 福 島 中 央
1997 ～ 1998 鈴 木 喬 二 い わ き 中 脇 屋 隆 冶 福 島
1998 ～ 1999 岩 瀬 稠 福 島 北 渡 辺 弥 二 本 松
1999 ～ 2000 作 山 博 之 浪 江 博 多 義 雄 福 島 南
2000 ～ 2001 富 永 健 男 白 河 白 岩 康 夫 福 島

2001 ～ 2002 佐 原 元 喜 多 方 三 浦 康 克 福 島 西
2002 ～ 2003 阿 久 津 肇 福 島 芳 賀 裕 福 島 中 央
2003 ～ 2004 土 屋 繁 一 郡 山 南 菅 野 家 作 二本松あだた
2004 ～ 2005 山 﨑 栄 一 い わ き 内 郷 八 子 英 器 福 島
2005 ～ 2006 紺 野 嘉 昭 福 島 北 桑 島 利 力 二 本 松
2006 ～ 2007 寺 島 岩 男 原 町 中 央 浅 倉 俊 一 福 島 南
2007 ～ 2008 牧 公 介 船 引 都 通 彦 福 島 西
2008 ～ 2009 味 戸 道 雄 須 賀 川 平 井 義 郎 福 島 中 央
2009 ～ 2010 中 澤 剛 会 津 若 松 南 渡 邊 英 世 二本松あだた
2010 ～ 2011 大 橋 廣 治 福 島 佐 藤 信 博 福 島 ２ １
2011 ～ 2012 根 本 一 彌 郡 山 西 渡 辺 健 寿 福 島
2012 ～ 2013 伊 藤 浩 郡 山 西 北 栁 沼 克 己 二 本 松
2013 ～ 2014 渡 邉 公 平 い わ き 勿 来 野 地 利 雄 福 島 南
2014 ～ 2015 野 崎 潔 福 島 北 久 米 允 彦 福 島 西
2015 ～ 2016 酒 井 善 盛 南 相 馬 鈴 木 和 夫 福 島 中 央
2016 ～ 2017 佐 久 間 英 一 三 春 善 方 邦 雄 二本松あだた
2017 ～ 2018 鈴 木 邦 典 白 河 渡 辺 浩 子 福 島 ２ １
2018 ～ 2019 平 井 義 郎 福 島 中 央 古 俣 猛 福 島
2019 ～ 2020 芳 賀 裕 福 島 中 央

遊 佐 金
一

二 本 松
2020 ～ 2021 石 黒 秀 司 郡 山 廣 澤 俊 樹 福 島 南

※
※
※ 2009年7月1日より、第一分区になる。

クラブ名ガバナー

長 澤 圭 祐 福 島 東～ 1990

クラブ名ガバナー補佐年　　度

歴代ガバナー・分区代理

歴代ガバナー・ガバナー補佐

1991～92年度より、第253地区が分割され、第2530地区になる。
2001年7月1日より、分区代理からガバナー補佐に改称される。

1989

年　　度 クラブ名分区代理クラブ名ガバナー















クラブ沿革

クラブ年度 初代 2代 3代 4代 5代 クラブ年度 6代 クラブ年度 7代 8代
年　　度 2001～2002 2002～2003 2003～2004 2004～2005 2005～2006 年　　度 2006～2007 年　　度 2007～2008 2008～2009
RI会長 RI会長 RI会長

テーマ テーマ テーマ

ガバナー 佐原　　元 阿久津　肇 土屋　繁一 山﨑　栄一 紺野　嘉昭 ガバナー 寺島　岩男 ガバナー 牧　公介 味戸　道雄
ガバナー補佐 三浦　康克 芳賀　　裕 菅野　家作 八子　英器 桑島　利力 ガバナー補佐 浅倉　俊一 ガバナー補佐 都　通彦 平井　義郎
会　　長 宗形　守敏 山田　三郎 西川　博美 佐藤　信博 佐々　廣充 会　　長 水野　博光 会　　長 上西　皓愃 三瓶　善明
会長エレクト 山田　三郎 西川　博美 佐藤　信博 佐々木廣充 水野　博光 会長エレクト 上西　皓愃 会長エレクト 三瓶　善明 山田　　稔
クラブ奉仕第一委員長 クラブ奉仕第一委員長 会員組織委員長
副会長 本田　浩一 望木　昌彦 佐々木廣充 本田　勝秋 三瓶　善明 副会長 粕谷　悦功 副会長 山田　　稔 本多　修二
クラブ奉仕第二委員長 *佐々木廣充 クラブ奉仕第二委員長 クラブ管理運営委員長
幹　　事 佐藤　信博 水野　博光 山田　　稔 宇田　正信 阿部　正美 幹　　事 木村　幸二 幹　　事 本田　勝秋 寺島　英之
会　　計 桑原　明廣 野田　信光 水野　博光 氏家　　健 宇田　正信 会　　計 三瓶　善明 会　　計 長澤なをみ 佐藤　　敬
会場監督 西川　博美 佐藤　信博 望木　昌彦 桑原　明廣 寺島　英之 会場監督 山田　三郎 会場監督 西川　博美 水野　博光
直前会長 *** 宗形　守敏 山田　三郎 西川　博美 佐藤　信博 直前会長 佐々木廣充 直前会長 水野　博光 上西　皓愃
副幹事 風間　博明 佐々木政則 宇田　正信 阿部　正美 木村　幸二 副幹事 本田　勝秋 副幹事 寺島　英之 寺島　英樹

*八巻　利勝 *山田　　稔
職業奉仕委員長 三瓶　善明 佐々木廣充 粕谷　悦功 阿部　光裕 上西　皓愃 職業奉仕委員長 増井　　浩 広報委員長 内山　愛美 渡辺　浩子
社会奉仕委員長 辺　　龍秀 桑原　明廣 三瓶　善明 長澤なをみ 阿部　光裕 社会奉仕委員長 渡邊　典子 奉仕プロジェクト委員長 若穂囲四平 粕谷　悦功
国際奉仕委員長 野田　信光 渡邊　浩利 宗形　守敏 宗形　守敏 若穂囲四平 国際奉仕委員長 小林　利光 ロータリー財団委員長 佐々木廣充 吉田　重男
会員増強委員長 望木　昌彦 粕谷　悦功 野田　信光 上西　皓愃 西川　博美 会員増強委員長 佐藤　信博 会員選考・会員増強委員長 安部　　宏 宗形　守敏
出席委員長 平　　昭智 宇田　正信 本田　浩一 山田　　稔 伊藤　正彦 出席・プログラム委員長 阿部　正美 親睦・ロータリー家族委員長 氏家　　健 渡邊　典子
親睦活動委員長 落合　將人 山田　　稔 阿部千代子 水野　博光 小林　利光 スマイル委員長 長澤なをみ 職業奉仕委員長 三浦　恵子 松本　和彦

*渡辺　邦彦 親睦活動委員長 瀬戸　邦弘 社会奉仕（環境保全）委員長 瀬戸　邦弘 増井　　浩
ロータリー財団委員長 佐々木政則 三瓶　善明 長澤なをみ 小林　利光 樋口　静克 ロータリー財団委員長 渡辺　浩子 新世代（IAC）委員長 伊藤　淳一 佐野健太郎
米山記念奨学会委員長 水野　　博光 阿部　正美 寺島　英之 山田　　稔 特別事業委員長 若穂囲四平 国際奉仕委員長 野田　信光 安部　　宏
新世代委員長 阿部　光裕 *** 内山　愛美
インターアクト委員長 内山　愛美

主な事業 県北一区 県北一区 県北一区 県北一区 県北第一区・第二区 主な事業 県北一区 主な事業 県北一区 県北一区

親善囲碁大会 親善囲碁大会 21サミット ガバナー歓迎晩餐会 合同新会員 ロータリー研究会 IACリーダー研修会 親善ソフトボール大会
オリエンテーション

友好クラブ締結 会報継続贈呈 新世代会議 桜の聖母 福島県学生
（ウランバートル） 県・市立図書館 インターアクト設立 5周年記念事業 親善囲碁大会

市内新年会 ゴルフ大会 特別事業第2回
ダンスdeダンス大会 特別事業第3回

双子クラブ締結 青少年作文 ダンスdeダンス大会
（ウランバートル） コンクール 福島県学生

特別事業第1回 親善囲碁大会
ダンスdeダンス大会

寄　　付 ハンドボール協会 社会福祉法人つどい 社会福祉法人つどい 社団法人つどい 寄　　付 特定非営利法人 寄　　付 福島市（福島市制施行 バングラデシュの貧困
ボーイスカウト NPO法人ひびきの会 ビーンスふくしま 100周年記念協力金） 家庭子女の

ルワンダの教育を考える会 高校教育支援
受入・派遣交換留学生 ミレニ・セリンスキー 佐藤　由佳 佐藤　由佳 受入・派遣交換留学生 受入・派遣交換留学生

（ブラジル） マリン・フレロ マリン・フレロ
（フランス） （フランス）

GSE・財団奨学生派遣 五十嵐逸郎 是行　康子 是行　康子 GSE・財団奨学生派遣 GSE・財団奨学生派遣 小沼　博義
（米国・GSE） （英国・財団） （英国・財団） （GSE・インド）

米山奨学生 趙螢（中国） 趙螢（中国） 曲春華（中国） 曲春華（中国） 米山奨学生 古　路迦 米山奨学生 古　路迦 楊　巧会
曲春華（中国）

受　　賞 RI会長賞 RI会長賞 RI会長賞 RI会長賞 受　　賞 受　　賞
優秀クラブ 優秀クラブ 優秀クラブ 優秀クラブ
優秀会長 会員増強・拡大賞 会員増強・拡大賞

最多新会員数 最多新会員数
最高成長率 最高成長率

会員増強推進計画表彰
ガバナー賞 ガバナー賞 ガバナー賞 ガバナー賞
会員増強1位 会員増強2位 会員増強1位 会員増強

年間出席率8位 ロータリー財団寄付9位 推進計画

率先しよう
ロータリーは分かち

あいの心
夢をかたちに人類が私たち仕事

慈愛の種を播きま
しょう

手を貸そう 100周年を祝おう 超我の奉仕

リチャードD・キング ビチャイ・ラクタル
ジョナサンBマジィア

ベ
グレンE・エステスシ

ニア
カール・ヴィルヘル
ム・ステンハマー

ウィリアム・B・ボイ
ド

ウィルフリッドJ.
ウィルキンソン

李　東建



クラブ沿革

クラブ年度 9代 クラブ年度 10代 クラブ年度 11代 クラブ年度 12代 クラブ年度 13代 クラブ年度
年　　度 2009～2010 年　　度 2010～2011 年　　度 2011～2012 年　　度 2012～2013 年　　度 2013～2014 年　　度
RI会長 RI会長 RI会長 RI会長 RI会長 RI会長

テーマ テーマ テーマ テーマ テーマ テーマ

ガバナー 中澤　　剛 ガバナー 大橋　廣治 ガバナー 根本　一彌 ガバナー 伊藤　　浩 ガバナー 渡邉　公平 ガバナー
ガバナー補佐 渡邊　英世 ガバナー補佐 佐藤　信博 ガバナー補佐 渡辺　健寿 ガバナー補佐 栁沼　克己 ガバナー補佐 野地　利雄 ガバナー補佐
会　　長 山田　　稔 会　　長 本多　修二 会　　長 安部　　宏 会　　長 渡辺　浩子 会　　長 阿部　正美 会　　長
会長エレクト 本多　修二 会長エレクト 安部　　宏 会長エレクト 渡辺　浩子 会長エレクト 阿部　正美 会長エレクト 木村　幸二 会長エレクト
クラブ奉仕第一委員長 クラブ奉仕第一委員長 クラブ奉仕第一委員長 クラブ奉仕第一委員長 副会長 本田　勝秋 副会長
副会長 宇田　正信 副会長 阿部　正美 副会長 阿部　正美 副会長 木村　幸二 幹　　事 伊藤　淳一 幹　　事
クラブ奉仕第二委員長 職業情報・就職活動委員長 クラブ奉仕第二委員長 クラブ奉仕第二委員長 会　　計 甚野　理亮 会　　計
幹　　事 寺島　英樹 幹　　事 瀬戸　邦弘 幹　　事 野崎　正広 幹　　事 松本　和彦 会場監督 水野　博光 会場監督
会　　計 松本　和彦 会　　計 吉田　重男 会　　計 本柳　春男 会　　計 伊藤　淳一 直前会長 渡辺　浩子 直前会長
会場監督 木村　幸二 会場監督 渡辺　浩子 会場監督 甚野　理亮 会場監督 三瓶　善明 会長ノミニー 会長ノミニー
直前会長 三瓶　善明 直前会長 山田　　稔 直前会長 本多　修二 直前会長 安部　　宏 副幹事 甚野　理亮 副幹事
副幹事 瀬戸　邦弘 副幹事 野崎　正広 副幹事 伊藤　淳一 副幹事 伊藤　淳一 会計監事 渡辺　浩子 会計監事

安部 　宏
職業奉仕委員長 望木　昌彦 職業奉仕委員長 佐々木廣充 職業奉仕委員長 木村　幸二 職業奉仕委員長 佐々木廣充 クラブ奉仕第一委員長 上西　皓愃 クラブ奉仕第一委員長
社会奉仕委員長 佐久間　修 社会奉仕委員長 木村　幸二 社会奉仕委員長 長澤なをみ 社会奉仕委員長 後藤　善次 クラブ奉仕第二（親睦）委員長 小林　利光 クラブ奉仕第二（親睦）委員長

国際奉仕委員長 粕谷　悦功 国際奉仕委員長 本田　勝秋 国際奉仕委員長 小林　利光 国際奉仕委員長 長　なをみ 職業奉仕委員長 佐々木廣充 職業奉仕委員長
会員増強委員長 西川　博美 会員選考・増強委員長 宗形　守敏 新世代委員長 松本　和彦 新世代委員長 銘形　　仁 社会奉仕委員長 長澤なをみ 社会奉仕委員長
親睦活動委員長 甚野　理亮 スマイルBOX委員長 寺島　英之 ロータリー財団委員長 今泉　　睦 ロータリー財団委員長 水野　博光 国際奉仕委員長 若穂囲四平 国際奉仕委員長
地域発展委員長 大波　紀仁 親睦活動委員長 武山　利紀 会員選考・増強委員長 粕谷　悦功 分類・選考・増強委員長 上西　皓愃 新世代・IAC委員長 桑原　志郎 青少年奉仕委員長
ロータリー財団委員長 氏家　　健 職業指導・職業相談委員長 粕谷　悦功 スマイルBOX委員長 氏家　　健 スマイルBOX委員長 瀬戸　邦弘 ロータリー財団委員長 本田　勝秋 ロータリー財団委員長
インターアクト委員長 渡辺　浩子 青少年交換委員長 甚野　理亮 親睦活動委員長 菅野　裕之 親睦活動委員長 小林　利光 分類・選考・増強委員長 三瓶　善明 分類・選考・増強委員長
米山記念委員長 上西　皓愃 米山記念奨学会委員長 三瓶　善明 米山記念奨学会委員長 山田　　稔 米山記念奨学会委員長 西川　博美 情報・家族委員長 渡辺　浩子 情報・家族委員長

会報・雑誌・広報委員長 松本　和彦 会報・雑誌・広報委員長
スマイルBOX委員長 佐藤　　敬 スマイルBOX委員長
米山記念奨学会委員長 菅野　裕之 米山記念奨学会委員長

長期戦略計画委員会

主な事業 県北第一分区 主な事業 リレーフォーライフ 主な事業 千里メイプルRC姉妹 主な事業 福島駅西口美化活動 主な事業 福島駅西口美化活動 主な事業
クラブ締結 9月・5月

親善ソフトボール大会 花見山園主 福島駅西口美化活動 第2530地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ 2013-2014年度
阿部一郎氏表彰 県北第二分区 年次大会ホスト 県北第一分区

新世代会議 ソフトボール大会 RI世界フォーラム参加 インターシティ
「若者へ伝える心」 福島県学生 相馬農業高校への ミーティングホスト

親善囲碁大会 制服寄贈支援 福島県学生 「ミニSLで福島の
福島市新庁舎 福島県学生 親善囲碁大会 子供たちに笑顔を」

福島県学生 （備品寄贈） 親善囲碁大会 猪苗代湖水草除去作業 プロジェクト
親善囲碁大会 姉妹クラブ再調印 桜の聖母学院 （日本橋東RC）

ともしび会支援 県北第一分区 福島県学生
（千里メイプルRC） 「ロータリーこども 親善囲碁大会

十周年記念誌の発行 子ども用カレンダー 雪遊び広場」 「英和辞書を奨学生に
300冊寄贈 事業ホスト 送る」プロジェクト

（モンゴルウランバートルRC） （東広島21RC）
寄　　付 ハイチ地震救援基金 寄　　付 バングラデシュ支援金 寄　　付 寄　　付 寄　　付 福島大学付属 寄　　付

福島市こどもの夢を育む 特別支援学校
施設「こむこむ館」

受入・派遣交換留学生 受入・派遣交換留学生 エナ・アギュラー 受入・派遣交換留学生 小原　万宝 受入・派遣交換留学生 小原　万宝 受入・派遣交換留学生 氏家　文菜 受入・派遣交換留学生
（アメリカ）

GSE・財団奨学生派遣 横山　礼生 GSE・財団奨学生派遣 GSE・財団奨学生派遣 GSE・財団奨学生派遣 GSE・財団奨学生派遣 GSE・財団奨学生派遣
（GSE・韓国）

米山奨学生 米山奨学生 米山奨学生 米山奨学生 米山奨学生 米山奨学生

受　　賞 第6回米山功労クラブ 受　　賞 RI会長賞 受　　賞 RI会長賞 受　　賞 RI会長賞 受　　賞 第9回米山功労クラブ 受　　賞
第7回米山功労クラブ 米山1千万円達成クラブ

ロータリーの未来は
あなたの手の中に

地域を育み、大陸を
つなぐ

ジョン・ケニー
レイ・クリンギンス

ミス
カルヤン・パネル

ジー
田中　作次 ロンD.バートン

こころの中を見つめ
よう博愛を広げるた

奉仕を通じて平和を



14代 クラブ年度 15代 16代 17代 18代 19代 クラブ年度 20代
2014～2015 年　　度 2015～2016 2016～2017 2017～2018 2018～2019 2019～2020 年　　度 2020～2021

RI会長 RI会長

テーマ テーマ ロータリーは機会の
扉を開く

野崎　潔 ガバナー 酒井　善盛 佐久間英一 鈴木　邦典 平井　義郎 芳賀　裕 ガバナー 石黒　秀司
久米　允彦 ガバナー補佐 鈴木　和夫 善方　邦雄 渡辺　浩子 古俣　猛 遊佐　金一 ガバナー補佐 唐澤　俊樹
木村　幸二 会　　長 野崎　正広 寺島　英之 望木　昌彦 松本　和彦 本柳　春男 会　　長 伊藤　淳一
野崎　正広 会長エレクト 寺島　英之 望木　昌彦 松本　和彦 本柳　春男 伊藤　淳一 会長エレクト 藤野　圭史
寺島　英之 副会長 松本　和彦 松本　和彦 本柳　春男 伊藤　淳一 野崎　正広 副会長 粕谷　悦功
甚野　理亮 幹　　事 今泉　睦 菅藤　裕之 大内久美子 渡辺　浩子 藤野　圭史 幹　　事 丹治　将弘
三瓶　善明 会　　計 若穂囲四平 本柳　春男 野崎　正広 氏家　健 阿部　正美 会　　計 阿部　正美
渡辺　浩子 会場監督 水野　博光 木村　幸二 橘内美智夫 野崎　正広 木村　幸二 会場監督 木村　幸二
阿部　正美 直前会長 木村　幸二 野崎　正広 寺島　英之 望木　昌彦 松本　和彦 直前会長 本柳　春男

会長ノミニー 本柳　春男 伊藤　淳一 会長ノミニー
今泉　睦 副幹事 菅藤　裕之 渡辺　浩子 渡辺　浩子 藤野　圭史 丹治　将弘 副幹事
安部　宏 会計監事 本柳　春男 本田　勝秋 佐々木廣充 三瓶　善明 松本　和彦 会計監事 佐々木廣充

望木　昌彦 佐藤　敬 本田　勝秋 阿部　正美 望木　昌彦
野崎　正広 クラブ奉仕第一委員長 寺島　英之 松本　和彦 松本　和彦 本柳　春男 伊藤　淳一 クラブ奉仕委員長 藤野　圭史
寺島　英之 クラブ奉仕第二委員長 松本　和彦 望木　昌彦 本柳　春男 伊藤　淳一 野崎　正広
菱沼　勝秋 職業奉仕委員長 大波　紀仁 阿部　光裕 氏家　健 長谷川玲子 梅津　茂巳 職業奉仕委員長 梅津　茂巳
長谷川玲子 社会奉仕委員長 小林　利光 菱沼　勝秋 長谷川玲子 梅津　茂巳 大波　紀仁 社会奉仕委員長 大波　紀仁
阿部　幸一 国際奉仕委員長 氏家　健 甚野　理亮 三瓶　善明 佐藤　信博 渡辺　浩子 国際奉仕委員長 氏家　健
佐藤　信博 青少年奉仕委員長 菱沼　勝秋 藤野　圭史 小林　利光 渡部　敏 村井　弘樹 青少年奉仕委員長 渡辺　浩子
大内久美子 ロータリー財団委員長 長谷川玲子 大内久美子 大波　紀仁 村井　弘樹 今泉　睦 ロータリー財団委員長 橘内美智夫
上西　皓愃 分類・選考・増強委員長 上西　皓愃 安部　宏 上西　皓愃 佐々木廣充 宗形　守敏 米山記念奨学会委員長 菱沼　勝秋
阿部　正美 情報・家族委員長 木村　幸二 野崎　正広 寺島　英之 望木　昌彦 松本　和彦 職業分類増強委員長 佐藤　信博
今泉　睦 プログラム・出席 木村　幸二 佐藤　信博 PG出席・情報委員長 本柳　春男

松本　和彦 IT推進委員会 伊藤　淳一 伊藤　淳一 樋口　静克 大内　弘之 会報雑誌広報IT委員長 勝嶋　正幸
佐々木廣充 会報・雑誌・広報委員長 菅藤　裕之 渡辺　浩子 藤野　圭史 大内久美子 丹治　将弘 親睦活動委員長 小林　利光
山田　三郎 親睦活動委員長 宍戸　和則 橘内美智夫 木村　幸二 今泉　睦 橘内美智夫 スマイルBOX委員長 今泉　睦

スマイルBOX委員長 樋口　静克 宍戸　和則 菱沼　勝秋 菱沼　勝秋 長谷川哲夫
米山記念奨学会委員長 三瓶　善明 氏家　健 今泉　睦 大波　紀仁 氏家　健 長期戦略計画委員会 安部　宏
長期戦略計画委員会 山田　三郎 望木　昌彦 安部　宏 安部　宏 安部　宏
主な事業 福島県学生 福島県学生 ガバナー補佐 福島県学生 福島県学生 主な事業 福島県学生

親善囲碁大会 親善囲碁大会 渡辺　浩子 親善囲碁大会 親善囲碁大会 親善囲碁大会
福島駅西口美化活動 福島駅西口美化活動 福島県学生 福島駅西口美化活動 福島駅西口美化活動 福島駅西口美化活動

9月・6月 9月・6月 親善囲碁大会 9月・6月 9月・5月 9月・5月
県北第一分区 県北第一分区 福島駅西口美化活動 県北第一分区 特別事業 創立20周年
ホスト事業 ホスト事業 9月・6月 ホスト事業

ボーリング大会 新会員セミナー 県北第一分区 新世代会議
特別事業 特別事業 ホスト事業 特別事業 創立20周年

第2回「みんなで 第3回「みんなで ガバナー晩餐会
繋ごう歌祭り」 繋ごう歌祭り」 市内RC合同新年会

創立15周年 東広島２１RC訪問 特別事業
記念式典 創立15周年式典

千里メイプルRC訪問
創立15周年式典

寄　　付 千里メイプルRC 寄　　付
台湾東海RC 東広島21RC

呉東RC
受入・派遣交換留学生 JACKELINE.ALEJANDRA 受入・派遣交換留学生

CASTILLO.CUELLAR LODA  ANNA
（メキシコ） (イタリア)

GSE・財団奨学生派遣 GSE・財団奨学生派遣

米山奨学生 VU BANG HUU 米山奨学生 VU BANG HUU
(ベトナム) (ベトナム)

受　　賞 受　　賞

f@

マーク・ダニエル・
マローニー

ロータリーは世界を
つなぐ

第11回米山功労クラ
ブ

世界へのプレゼント
になろう

第10回米山功労クラ
ブ

ふくしまの明日（み
らい）を考える塾

バリー・ラシン

インスピレーション
になろう

公開講座～新しい風
プロジェクト～

地域復興応援プロ
ジェクト

マーク・ダニエル・
マローニー

記念式典

記念事業

ジョンF.ジャーム

人類に奉仕するロー
タリー

イアンH.S.ライズ
リー

ロータリー：変化を
もたらす

ゲイリーC.K.ホァン K.R.ラビンドラン

ロータリーに輝きを





回 月 日 曜 通算 行事予定 担当委員会 理事会 備　考 地区・分区行事予定

1 16 木 創立20周年実行委員会① 4/11（土）　分区・会長幹事会①

6 4 木 第1回　新旧合同理事会 第1回 5/30（土）・31日（日）　地区研修・協議会　（Zoom）

6/ 6（土）・7日（日）　地区研修・協議会　(Zoom）

6/12（金）　分区・会長幹事会②

6/21（日）　会員増強委員会セミナー

6/27（日）　事務局員研修セミナー

回 月 日 曜 通算 行事予定 担当委員会 理事会 備　考 地区・分区行事予定

ホーム4-移動0-休会1

1 2 木 890 新年度会長・幹事就任 第2回 7/ 1（水）　G事務所開設/第1回G会議

2 9 木 891  G公式訪問　IACバッジ授与式 7/ 2（木）　福島ＲＣ・県・市・報道各社訪問

3 16 木 892 クラブ協議会① 会長/各委員会 （年間活動計画） 7/ 4（土）　前期地区委員会総会

23 木 休会①（祝日） 7/ 4（土）　地区ロータリー財団セミナー

4 30 木 893 クラブ協議会②/創立20周年活動計画① 各委員会/創立20周年実行委員会 （委員会計画） 7/11（土）　クラブ研修リーダー向けセミナー

7/17（金）　マスコミ懇談会（郡山市）

23 木 クラブゴルフコンペ　第1戦 郡山GC

ホーム2-移動1-休会1

5 6 木 894 月間スピーチ 職業分類増強 第3回 8/  7（土）　分区・会長幹事会③

13 木 休会②（お盆）　　　　　 8/22（土）　青少年奉仕委員会セミナー

6 20 木 895 G補佐訪問② 8/29（土）　公共イメージ・IT委員会セミナー

7 27 木 896 家族納涼（お誕生会7-8月） 親睦活動

20 木 創立20周年実行委員会②

ホーム3-移動1-休会0

8 3 木 897 早朝座禅例会 常円寺 9/5　（土）　社会・国際奉仕委員会セミナー

9 10 木 898 月間スピーチ/地区・国際大会 会報雑誌・広報IT/国際奉仕 第４回 9/5～8　　　米山記念奨学会委員会研修旅行

10 17 木 899 福島駅西口清掃活動 社会奉仕 9/14・15　　GE研修セミナー（GETS)

18 金 ガバナー歓迎晩餐会 クーラクーリアンテ 9/18（金）　G歓迎晩餐会（ホスト：福島南）

11 24 木 900 クラブ懇親会 親睦活動 9/19（土）　学友・平和フェローシップ委員会合同セミナー

9/27（日）　GE事務所開設披露（いわき市）

17 木 第1回パスト会長会

ホーム4-移動0-休会1

12 1 木 901 月間スピーチ「米山記念奨学生」 米山記念奨学会 第5回 10/ 3(土）　分区・会長幹事会④

13 8 木 902 ゲストスピーチ 10/17(土）　地区大会記念ゴルフコンペ

14 15 木 903 G補佐訪問③ 10/24(土）　地区大会1日目 延期

15 22 木 904 クラブ懇親会（お誕生会９-１０月） 親睦活動 10/25(日）　地区大会2日目 延期

29 木 休会③

11 日 クラブゴルフコンペ　第2戦 大玉CC

ホーム2-移動1-休会1

16 5 木 905 月間スピーチ/創立20周年活動計画② ロータリー財団 第6回 11/14(土）　IM（ホスト：福島）

17 12 木 906 ゲストスピーチ ☆財団地域セミナー

14 土 インターシティミーティング クーラクーリアンテ ☆補助金管理セミナー

18 19 木 907 映画鑑賞会 親睦活動 ☆新世代セミナー

姉妹クラブ調印式 20日（金）-23日（月） 国際奉仕

26 木 休会④

26 木 創立20周年実行委員会③

29 日 クラブゴルフコンペ　第3戦 パーシモンCC

ホーム2-移動1-休会2

19 3 木 908 クラブ年次総会 会長エレクト 第7回 12/ 6（金）　分区・会長幹事会④

20 10 木 909 月間スピーチ 青少年奉仕 ☆米山記念奨学会生　選考試験

13 日 福島県学生親睦囲碁大会 青少年奉仕・囲碁部会 ☆GE国際協議会・PG規定審議会/壮行会

21 17 木 910 家族クリスマス　（お誕生会11-12月） 親睦活動 会場：St.Verger

24 木 休会⑤

31 木 休会⑥（年末）

8

　　基本的教育と識字率向上月間／ロータリーの友月間

9

　　経済と地域社会の発展月間／米山月間

2020年-21年度　年間プログラム予定表　　前期

　　会員増強・新クラブ結成推進月間

7

10

　　ロータリー財団月間

11

　　疫病予防と治療月間

12



ホーム2-移動2-休会1

22 4 月 911 市内8ＲＣ合同新年会 1/ 4（月）　市内8クラブ合同新年館

7 木 休会⑦（4日振替） 第8回 ☆青少年交換ウインターキャンプ

23 14 木 912 創立20周年祝い/新年会　（お誕生会1-2月） 親睦活動

24 21 木 913 月間スピーチ 職業奉仕

25 28 木 914 福島南ＲＣ合同ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ追悼例会 ホスト：福島南

ホーム2-移動1-休会1

26 4 木 915 G補佐訪問④ 第9回 2/12(金）　分区・会長幹事会⑤

11 木 休会⑧（祝日） 2/27（金）　福島南RC創立50周年

27 18 木 916 桜の聖母インターアクトクラブ合同例会 青少年奉仕 ☆後期地区委員会　　　　

28 25 木 917 月間スピーチ/国際大会 国際奉仕 ☆地区チーム研修セミナー

23 火 第2回パスト会長会

ホーム3-移動1-休会0

29 4 木 918 月間スピーチ 社会奉仕 第10回 3/27（金）　福島ロータリークラブ創立70周年

30 11 木 919 東日本大震災追悼 ☆あれこれなんでも相談会

31 18 木 920 移動例会（職場訪問） 職業奉仕 ☆ＲＹＬＡ研修セミナー

32 25 木 921 創立20周年活動計画③ ☆新会員オリエンテーション

☆地区補助金奨学生

25 木 創立20周年実行委員会④ ☆国際奉仕委員会セミナー

28 日 クラブゴルフコンペ　第4戦 パーシモンCC ☆会長E研修セミナー（PETS）

ホーム2-移動2-休会1

33 1 木 922 PETS報告/創立20周年活動計画④ 会長エレクト 第11回 4/ 9(金）　分区・会長幹事会⑥

34 8 木 923 家族観桜会（お誕生会3-4月） 親睦活動 ☆県北第一分区ゴルフ大会

35 15 木 924 G補佐訪問⑤ ☆正副リーダー会議

36 22 木 925 福島駅西口清掃活動 社会奉仕委員会 ☆米山カウンセラー、新規奨学生オリエンテーション

29 木 休会⑨（祝日） ☆職業奉仕委員会セミナー

22 木 創立20周年実行委員会⑤

29 木 クラブゴルフコンペ　第5戦 グリーンアカデミーCC

ホーム4移動0-休会1

37 6 木 926 創立20周年活動計画⑤ 第12回 ☆地区研修・協議会

13 木 休会⑩（式典振替） ☆地区研修・協議会

38 14 金 927 創立20周年記念式典 創立20周年実行委員会

15 土 エクスカーション 創立20周年実行委員会

39 20 木 928 クラブ懇親会（打上げ・お誕生会5-6月）

40 27 木 929 クラブ協議会③/創立20周年活動報告 会長エレクト/創立20周年実行委員会 （活動計画）

ホーム3-移動1-休会0

41 3 木 930 クラブ協議会④ 会長エレクト 第13回 （委員会計画） 6/11(金）　分区・新旧合同会長幹事会⑦

42 10 木 931 クラブ協議会⑤ 各大委員会 （活動報告） 6/12(土）～16（水）　R国際大会（台湾・台北）

12 土 国際大会参加（12日-16日）・台湾（台北） 国際大会実行委員会 （11日～13日） ☆麻薬撲滅運動(街なか広場)

43 17 木 932 新旧歓送迎会 新・旧親睦活動委員会

44 24 木 933 最終（クラブ表彰）

20 日 クラブゴルフコンペ　第6戦　最終戦 安達太良CC

2

2020年-21年度　年間プログラム予定表　　後期

　　職業奉仕月間

1

　　平和と紛争予防/紛争解決月間

　　ロータリー親睦活動月間

6

　　水と衛生月間

3

　　母子の健康月間

4

　　青少年奉仕月間

5





























15年 100% 木村　幸二

4年 100% 松本　和彦

3年 100% 阿部　正美 野崎　正広

2年 100% 伊藤　淳一

1年 100% 望木　昌彦 佐々木　廣充 氏家　　健 若穂囲　四平

今泉　　睦 菅藤　裕之

37年 100% 山田　三郎

29年 100% 佐藤　信博

26年 100% 宗形　守敏

17年 100% 木村　幸二

15年 100% 望木　昌彦 三瓶　善明 伊藤　淳一

14年 100% 渡辺　浩子

13年 100% 阿部　正美 　

12年 100% 松本　和彦

11年 100% 佐々木廣充 本田　勝秋

10年 100% 野崎　正広

9年 100% 小林　利光

8年 100% 氏家　　健

7年 100% 安部　　宏

6年 100% 若穂囲　四平 今泉　　睦

5年 100% 管藤　裕之 　

4年 100% 佐藤　　敬 本柳　春男

2年 100% 藤野　圭史 大内　久美子 梅津　茂巳

1年 100% 大波　紀仁 橘内　美智夫 小池  優

2019-2020年度　出席率100％者名

2020年6月30日 現在

ホームクラブ

出席　100％



（入会順）

◎

宗形　守敏 1996.11 2000.11 （マルチ1） 2006.12 （マルチ2） 2011.8 （マルチ3）
山田　三郎 2002.6 2005.12 （マルチ1）
望木　昌彦 2003.4 2007.6 （マルチ1） 2013.6 （マルチ2） 2018.12 （マルチ3）
佐藤　信博 1998.12 2006.6 （マルチ2） 2006.6 （マルチ2） 2007.6 （マルチ3）

2009.12 （マルチ4） 2013.6 （マルチ5）
寺島　英之 2009.2 2017.5 （マルチ1）
粕谷　悦功 2006.12 2011.4 （マルチ1）
上西　皓愃 2009.2
安部　宏 2010.12 2011.8 （マルチ1） 2017.7 （マルチ2）
三瓶　善明 2005.6 2009.2 （マルチ1） 2011.4 （マルチ2）
小林　利光 2006.6 （マルチ1） 2012.11 （マルチ2） 2018.12 （マルチ3）
佐々木廣充 2003.12 （マルチ1） 2006.6 （マルチ2） 2009.12 （マルチ3）

（マルチ4） 2018.12 (マルチ5)
阿部　光裕 2010.12
阿部　正美 2005.6 2007.12 （マルチ1） 2010.12 （マルチ2） 2012.11 （マルチ3）

2014.6 （マルチ4） 2017.5 （マルチ5）
藤野　圭史 2019.12
安田　清治 2008.4 2017.5 （マルチ1）
氏家　　健 2010.6
本田　勝秋 2005.6 2007.12 （マルチ1） 2011.4 （マルチ2）
銘形　　仁 2013.6
若穂囲四平 2006.6
野崎　正広 2011.8 2018.12 （マルチ1）
本柳　春男 2011.8
大波　紀仁 2006.6 2009.12 （マルチ1） (マルチ2) 2017.5 （マルチ3）

2018.12 （マルチ4）
木村　幸二 2006.12 2009.2 （マルチ1） 2014.9 （マルチ2）
伊藤　淳一 2009.12 2017.5 （マルチ1）
松本　和彦 2017.5 2019.5 （マルチ1）
渡辺　浩子 2014.6 2019.12 （マルチ1）
今泉　　睦 2013.6
菅藤　裕之 2018.12

◎

（年度順）
宗形　守敏 2003.4
佐藤　信博 2003.4
佐々木廣充 2005.3
水野　博光 2006.6
上西　皓愃 2007.7
三瓶　善明 2007.12
本多　修二 2009.12
安部　　宏 2010.12
阿部　正美 2011.8
渡辺　浩子 2012.12
木村　幸二 2014.6
野崎　正広 2015.8

　 望木　昌彦 2017.10
松本　和彦 2018.6
本柳　春男 2019.4

2020年6月30日 現在

ロータリー財団功労者

ポール・ハリス・フェロー

ベネファクター



（入会順）

宗形　守敏 653,000 山田　三郎 271,000 望木　昌彦 384,000

佐藤　信博 684,000 粕谷　悦功 238,000 安部　　宏 211,000

三瓶　善明 306,000 佐々木廣充 558,000 阿部　光裕 385,000

阿部　正美 553,000 安田　清治 169,000 氏家　　健 182,000

本田　勝秋 495,000 野崎　正広 220,000 本柳　春男 194,000

大波　紀仁 475,000 木村　幸二 191,000 伊藤　淳一 189,000

松本　和彦 150,000 渡辺　浩子 133,000 菅藤　裕之 188,000

野田　信光 117,000

本柳　春男

 

阿部　正美 藤野　圭史

望木　昌彦 野崎　正広

大波　紀仁 木村　幸二

松本　和彦 伊藤　淳一

小池　優 長谷川哲夫

2020年6月30日 現在

2019-2020年度　米山功労者

2020年6月30日 現在

2019-2020年度　スマイリング功労者

（単位　円）

2018-2019年度　クラブ表彰

2018-19年度

100,000円以上

50,000円以上

30,000円以上

第11回米山功労クラブ

2019-20年度

2019-20年度

ロータリー賞　（会長特別賞　ゴールド）

IT推進優秀クラブ　最優秀賞

米山記念奨学会寄付表彰



2020.7
回 月 日 曜 予　　　　　定 担当委員会 理事会 備　　　考 地区・月間・その他

5月 18 土 地区研修・協議会 パルセいいざか

6 木 新旧合同理事会 第1回
22 日 事務担当者研修セミナー(辰巳屋)

1 4 木 新年度会長・幹事就任 クラブ奉仕第二 （通算857回例会）
2 11 木 ガバナー補佐訪問①  IACバッジ授与式 第2回
3 18 土 クラブ協議会① 活動計画 （活動計画①）
4 25 木 クラブ協議会② 活動計画 （活動計画②）
5 1 木 ２０周年実行委員会 第3回 ◆会員増強・新クラブ結成推進

6 8 木 ガバナー補佐訪問② 家族納涼例会（お誕生会） クラブ奉仕第二 会場：Dining Bar　灯火

15 木 休会（1）お盆
7 23 金 特別事業　「奈良福」（桜の聖母IAC） 会場：クーラクーリアンテ

8 29 木 早朝座禅例会 会場：常円寺

9 5 木 長期戦略会議 長期戦略計画 第4回 ◆基本的教育と識字率向上

10 12 木 ゲストスピーチ ヴー・バン・フー氏
11 19 木 福島駅西口清掃活動 社会奉仕
12 26 火 二本松あだたら合同例会　　　　 クラブ奉仕第二
13 3 木 会員スピーチ 第5回 勝嶋 正幸会員 ◆経済と地域社会の発展/米山月間

10 木 休会②
14 17 木 ゲストスピーチ 水口 和栄氏

24 木 休会③
26 土 地区大会１日目(クーラクーリアンテ)
27 日 地区大会２日目(パルセ飯坂)

15 31 木 親睦例会（お誕生会） クラブ奉仕第二 第6回
16 7 木 ガバナー公式訪問（ガバナー補佐訪問③） ◆ロータリー財団

17 14 木 映画鑑賞会 クラブ奉仕第二 会場：イオンシネマ福島

21 木 ガバナー晩餐会 会場：ウエディングパレス かねすい

18 28 木 特別事業① 平修教授（福島大学）
19 5 木 クラブ年次総会 会長エレクト 第7回 ◆疾病予防と治療

20 12 木 会員スピーチ 伊藤 淳一会員 12/6（金）会長幹事会④

15 日 福島県学生親睦囲碁大会 青少年奉仕・囲碁部会 会場：常円寺
21 29 木 家族クリスマス例会（お誕生会） クラブ奉仕第二 クーラクーリアンテ

26 木 休会④
22 6 月 市内RC合同新年会・クラブ新年会（お誕生会） 第一分区 会場：ホテル辰巳屋 ◆職業奉仕

9 木 休会 第８回 会場：和食　裕
23 16 木 創立19周年例会 クーラクーリアンテ

23 木 休会
24 30 水 福島南RC合同ポールハリス追悼例会 ホスト：福島21RC
25 6 木 ガバナー補佐訪問④ 第9回 ◆平和と紛争予防/紛争解決

26 13 木 桜の聖母インターアクトクラブ合同例会 青少年奉仕 会場：桜の聖母高等学校

27 20 木 ゲストスピーチ 大内 弘之会員
28 27 木 親睦例会（小林利光会員授賞祝い） 会場：精華苑
29 5 木 ゲストスピーチ 第10回 常松 桜氏 ◆水と衛生

12 木 休会（新型コロナウィルス対策の為）
19 木 休会（新型コロナウィルス対策の為）
26 木 休会（新型コロナウィルス対策の為）

30 4月 2 木 会長エレクト研修セミナー（PETS）報告 短縮例会 ◆母子の健康

9 木 休会（新型コロナウィルス対策の為）
16 木 休会（新型コロナウィルス対策の為）
23 木 休会（新型コロナウィルス対策の為）
30 木 休会

5月 7 木 休会（新型コロナウィルス対策の為） ◆青少年奉仕

14 木 休会（新型コロナウィルス対策の為） 第11回 5/9（土）会長幹事会⑥（オンライン）

21 木 休会（新型コロナウィルス対策の為）
28 木 休会（新型コロナウィルス対策の為）

31 6月 4 木 クラブ協議会⑤ 第12回 短縮例会 ◆ロータリー親睦活動

32 11 木 クラブ協議会⑥ 短縮例会
18 木 休会

33 25 木 最終例会（年間表彰・お誕生会） クラブ奉仕第二

8月
8/4（日）～6日（火）RI会長来福
8/9（金）会長幹事会③
8/8（木）インターアクトクラブ年次大会
8/22（木）パスト会長会①
8/31（土）奉仕プロジェクト委員会セミナー

9月
9/14（土）職業奉仕委員会セミナー

2019-20年度　福島21ロータリー・クラブ　活動結果記録

6月

7月

7/ 3（水）南RC第１回例会例会訪問
7/ 4 (木）福島RC・県・市・報道各社訪問
7/13（土）クラブリーダー研修会議
7/20（土）ロータリー財団セミナー
7/27（土）会員増強セミナー

6/7（金）会長幹事会②

10月

10/19（土）地区大会記念ゴルフコンペ

11/10（日）補助金管理セミナー
11/23（水）新世代セミナー11月

12月

6/12（金）県北第一分区新旧合同会長幹事会
6/18（木）パスト会長会②
新型コロナウィルスの影響により
各行事中止又は延期

新型コロナウィルスの影響により
各行事中止又は延期

新型コロナウィルスの影響により
各行事中止又は延期

1月

2月
2/1（土）後期地区員会
2/3（日）新会員オリエンテーション
2/8（土）幹事セミナー（ホスト）
2/7（金）会長幹事会⑤

3月
新型コロナウィルスの影響により
各行事中止又は延期



















5.

1. 05-01 アート監督
01-01 公認会計士・個人業務 05-02 画家
01-02 公認会計士・企業 05-03 彫刻家

05-04 陶芸家
01-03 会計監査人 05-05 イラストレーター
01-04 予算アナリスト 05-06 マルチ・メディア・アーティ
01-05 財務アナリスト 梅津　茂巳 スト/アニメーション製作者
01-06 株式仲買人/証券業 05-07 コマーシャル及び 渡辺　浩子
01-07 会計事務所 氏家  　健 インダストリアル・デザイン
01-99 その他 05-08 ファッション・デザイン

05-09 フラワー・デザイン
2. 05-10 グラフィック・デザイン

02-01 広告管理職 05-11 観葉植物リース業
02-02 広報管理職 05-12 インテリア・デザイン
02-03 コピーライター 05-99 その他
02-04 広報関係専門家
02-05 広告デザイン業 今泉 　 睦 6.

02-06 屋外広告業 山口　和吉 06-01 銀行業/銀行管理職
02-99 その他 06-02 投資アドバイザー

06-03 投資計画アドバイザー
3. 06-99 その他

03-01 農業従業者/農場管理者
03-02 漁業 7.

03-03 農林業 07-01 全宗教聖職者 阿部　光裕
03-04 森林保全 07-02 宗教教育者
03-99 その他 07-03 聖職者以外の宗教職

07-99 その他
4.

04-01 建築設計 佐藤　信博 松本　和彦 8.

04-02 建設工事業 本柳　春男 08-01 システム・アナリスト
04-03 建築工事業 山田　三郎 08-02 コンピューター・
04-04 特殊基礎工事業 プログラマー
04-05 鳶・土木工事業 野崎　正広 安田　清治 08-03 コンピューター・
04-06 鉄骨工事業 菱沼　勝秋 ソフト・エンジニア
04-07 屋根工事業 樋口　静克 08-04 コンピューター・ 藤野　圭史
04-08 建築資材 小池　優 ソフト支援専門職

（金属工事、資材販売施工） 08-05 印刷 伊東　優子
04-09 建築資材（サッシ） 08-06 情報システムエンジニア 丹治　将弘
04-10 建築資材（自動ドア） 08-99 その他
04-11 建築資材（シャッター）
04-12 内装工事業 本田　勝秋 木村　幸二 9. コミュニケーション/ニュース報道関係
04-13 左官工事業 小林　利光 09-01 通訳、翻訳者
04-14 造園工事業 09-02 カメラマン
04-15 木工業（建具） 09-03 著述者/作家
04-16 農業エンジニア 09-04 編集者
04-17 航空宇宙エンジニア 09-05 報道記者/通信者
04-18 科学エンジニア 09-99 その他
04-19 土木エンジニア
04-20 電気エンジニア 10. 地域及び社会サービス
04-21 環境学エンジニア 望木　昌彦 10-01 相談員
04-22 生産エンジニア 10-02 ソーシャルワーカー
04-23 機会エンジニア 10-99 その他
04-24 鉱山科学エンジニア
04-25 原子力エンジニア 11. 建設、修理及びメンテナンス
04-26 測量技師 11-01 建設請負
04-27 資源再生販売業 銘形  　仁 11-02 大工及び関連職
04-28 産業廃棄物処理業 11-03 配管工及び関連職
04-29 エクステリア工業 11-04 設備メンテナンス業
04-30 塗装業 長谷川哲夫 11-05 設備機材 上西　和子
04-31 電力業 渡邊　和弘 11-06 電気工及び関連職
04-99 11-07 熱絶縁工事業 加藤　鉄造

11-08 管工事管理職 大内　弘之
11-99 その他

建築及びエンジニアリング
コンピューター及び情報システム

充填及び未充填職業分類表

2020年7月1日 現在

銀行業及び管財

聖職及びその他宗教関係

アート及びデザイン
計理及び金融業

広告・広報関係

農業・漁業・林業



12. 教　　育
12-01 事務職・大学、専門学校 19. 管　　理
12-02 事務職・中学、高校 19-01 会議立案調整担当 南　　一美
12-03 事務職・小学校 19-02 非政府組織/団体管理職 粕谷　悦功
12-04 事務職・幼稚園、保育所 19-03 公共施設管理
12-05 教員・大学、専門学校 19-99 その他
12-06 教員・中学、高校
12-07 教員・小学校 20. 製　　造
12-08 教員・幼稚園、保育所 20-01 企業重役以上
12-09 教員・特殊教育 20-02 工場管理職（電子機器組立）
12-10 カウンセラー 20-03 製造専門家
12-11 成人職業教育 20-04 精密金型製造業 宗形　守敏
12-12 教員補助 20-05 変圧器製造業
12-13 訓練能力開発専門家 20-06 治工具製造業 伊藤　淳一
12-14 教育福祉 野田　信光 20-07 電気機械器具製造販売業
12-99 その他 20-08 自動車修理

娯楽及びスポーツ 20-99 その他
13. 男優/女優

13-01 音楽家/歌手 21. マーケティング及び販売
13-02 ラジオ/テレビのアナウサー 21-01 マーケティング管理職
13-03 プロデューサー/監督 21-02 小売業（日用雑貨販売業） 三瓶　善明
13-04 舞踏家/振付け専門家 21-03 小売業（自動車販売業）
13-05 舞台マネージャー 21-04 小売業（家電小売業）
13-06 舞台セット・デザイナー 21-05 小売業（工作機械販売業） 橘内美智夫
13-07 スポーツ選手 21-06 小売業（事務機販売業） 若穂囲四平
13-08 コーチ又はスカウト 21-07 小売業（時計貴金属販売業）
13-09 審査員その他/ 21-08 小売業（ガソリン販売業） 大波　紀仁
13-10 スポーツ関連役員 21-09 小売業（スーパー酒販売業）

ゴルフ場 21-10 家具卸業
13-11 イベント業 21-11 中古車自動車販売業 村井　弘樹
13-12 その他 21-12 卸売（米卸売り・販売） 管藤　裕之
13-99 21-13 包装資材卸販売

食品産業 21-99 その他
14. レストラン経営者

14-01 シェフ/調理師 22. 医療/ヘルス・ケア
14-02 食品加工及び食品流通業 22-01 管理職 佐藤  　敬 勝嶋　正幸
14-03 飲料水製造販売 22-02 歯科医
14-04 その他 22-03 栄養士
14-99 22-04 救急医療士/パラメディク

政　　府 22-05 疫学者
15. 国家公務員/国会議員 22-06 看護士

15-01 地方公務員（県）/ 22-07 薬剤師
15-02 県議会議員 22-08 医師/外科医 竹之下誠一

市町村役所公務員/ 22-09 心理学者
15-03 市町村議会議員 22-10 精神科医

地域/都市計画統率者 22-11 セラピスト（機能訓練士、 大内久美子
15-04 郵便局長/郵便局員 作業療法士、聴力訓練士）
15-05 国税庁税務関係職員、 22-12 視力測定医/眼鏡屋
15-06 地方税務署税務関係職員 22-13 獣医

その他 22-14 医療福祉業
15-99 22-99 その他

人事関係
16. 人事担当職員 24. 警察など

16-01 労務専門家 阿部　正美 24-01 警察
16-02 その他 24-02 消防士
16-99 24-03 私立探偵/調査員

保険及び危機管理 24-99 その他
17. 保険会社管理職

17-01 保険代理店 25. 不動産
17-02 保険業者 25-01 不動産鑑定士
17-03 危機管理専門家 25-02 不動産販売 安部  　宏
17-04 その他 25-03 不動産開発
17-99 25-04 ビル管理

法　　律 25-05 駐車場管理
18. 弁護士 佐々木廣充 25-99 その他

18-01 裁判官
18-02 調停員
18-03 司法書士又はそれに準ずる
18-04 その他
18-99



26. 科学、数学及び技術
26-01 アクチュアリー

（保険経理人）
26-02 統計士
26-03 数学者
26-04 天文学者
26-05 生物学者
26-06 科学者
26-07 地理学者
26-08 水文学者
26-09 微生物学者
26-99 その他

27. サービス産業
27-01 ドライクリーナー
27-02 仕立業
27-03 旅行代理業
27-04 ホテル管理
27-05 パーソナル・ケア

（理髪、スタイリストなど）
27-06 子供の世話
27-07 結婚式場業
27-08 清掃用品レンタル業
27-09 清掃業
27-99 その他

28. 社会科学
28-01 文化人類学者
28-02 社会学者
28-03 歴史家
28-04 政治学者
28-05 司書
28-06 古文書学者
28-99 その他

29. 運　　輸
29-01 航空運送
29-02 道路運送
29-03 鉄道運送
29-04 海上運送
29-99 その他



誕生日 氏　名 誕生日 氏　名 誕生日 氏　名

S22.1.3 本柳　春男 S33.1.11 長谷川哲夫 S12.1.18 望木　昌彦
S39.1.18 阿部　光裕 S29.1.20 阿部　正美 S27.1.23 佐藤　　敬
S23.1.21 小池　　優

S51.2.12 村井　弘樹 S36.2.15 今泉　　睦 S33.2.21 氏家　　健

S48.3.8 丹治　将弘 S26.3.10 竹之下誠一 S23.3.24 加藤　鉄造

S39.4.4 伊東　優子 S28.4.8 梅津　茂巳 S32.4.16 野崎　正広
S39.4.29 橘内美智夫

S35.5.7 菅藤　裕之 S23.5.15 野田　信光 S36.5.27 松本　和彦

S24.6.2 佐藤　信博 S37.6.4 樋口　静克 S21.6.8 上西　和子
S34.6.21 大内久美子 S12.6.24 山田　三郎 S51.6.30 藤野　圭史

S22.7.9 山口　和吉 S24.7.11 安田　清治 S41.7.26 木村　幸二

S39.8.6 小林　利光 S35.8.6 大波　紀仁 S24.8.8 若穂囲四平
S31.8.11 大内　弘之 S34.8.17 菱沼　勝秋 S48.8.23 南　一美

S19.9.14 本田　勝秋

S46.10.1 勝嶋　正幸

S27.11.11 三瓶　善明 S24.11.16 粕谷　悦功 S9.11.18 宗形　守敏
S28.11.28 安部　　宏

S33.12.1 渡邊　和弘 S22.12.4 佐々木廣充 S48.12.10 伊藤　淳一
S42.12.19 銘形　　仁 S36.12.20 渡辺　浩子

2020年7月1日 現在
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FUKUSHIMA 21  ROTARY  CLUB 
 

ロータリー・クラブ定款 
 

第1条  定  義 
 本条の語句は、本定款で使われる場合、他に明確に規定されない限り、次の意味を持つものとする。 

1． 理事会：本クラブの理事会 

2． 細 則：本クラブの細則 

3． 理 事：本クラブの理事会メンバー 

4． 会 員：名誉会員以外の本クラブ会員 

5． ＲＩ：国際ロータリー 

6． 年 度：7月1日に始まる12カ月間 

 

第2条  名  称 
 本会の名称は、福島21ロータリー・クラブとする。（国際ロータリー加盟会員） 

 

第3条  クラブの所在地域 
 本クラブの所在地域は、次の通りとする。 

   飯坂町を除く福島市行政区域内とする。 

 

第4条  目  的 
 ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、次の各項を 

奨励することにある。 

    第1   知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。 

    第2   職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会として 

ロータリアン各自の職業を高潔なものとすること。 

    第3   ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕の理念を実践すること。 

    第4   奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。 

   （付記） 「ロータリーの目的」の4つの項目は、等しく重要な意味を持ち、また同時に行動をおこさなければならないもので 

あるということで、RI理事会の意見が一致した。 

 

第5条  五大奉仕部門 
 ロータリーの五大奉仕部門は、本ロータリー・クラブの活動の哲学的および実際的な規準である。 

1． 奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラブの機能を充実させるために、クラブ内で会員が取るべき 

行動に関わるものである。 
2． 奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重される 

べきであるという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理想を生かしていくという目的を持つものである。 

会員の役割には、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業を行うことが含まれる。 

3． 奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブの所在地域または行政区域内に居住する人々の生活の質を高める 

ために、時には他と協力しながら、会員が行うさまざまな取り組みから成るものである。 

4． 奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物などを読むことや通信を通じて、さらには、他国の人々を助けることを目的 

としたクラブのあらゆる活動やプロジェクトに協力することを通じて、他国の人々とその文化や慣習、功績、願い、 

問題に対する認識を培うことによって、国際理解、親善、平和を推進するために、会員が行う活動から成るもので 

ある。 

5． 奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェクト及び国際奉仕プロジェクト参加、 

世界平和と異文化の理解を深め育む交換プロジェクトを通じて、青少年ならびに若者によって、好ましい変化が 

もたらされることを認識するものである。 

 

第6条  会  合 
第1節  例  会 

（ａ）  日および時間 

   本クラブは、毎週1回、細則に定められた日および時間に、定期の会合を開かなければならない。 

（ｂ）  会合の変更 

    正当な理由のある場合は、理事会は、例会を、前回の例会の翌日から次の例会の前日までの間のいずれかの日 

または定例日の他の時間または他の場所に変更することができる。 

 



（ｃ）  取 消 

    例会日が一般に認められた祝日を含む法定休日に当たる場合、またはクラブ会員が死亡した場合、または全地域 

社会にわたって流行病もしくは災害が発生した場合、または地域社会での武力紛争がクラブ会員の生命を脅かす 

場合、理事会は、例会を取りやめることができる。理事会は、本項に明記されていない理由であっても、1年に4回まで 

例会を取りやめることができる。ただし、本クラブが3回を超えて続けて例会を開かないようなことがあってはならない。 

第2節  年次総会 

 役員を選挙するための年次総会は、細則の定めるところに従い、毎年12月31日までに開催されなければならない。 

 

第7条  会員身分 
第1節  全般的資格条件 

   本クラブは、善良な成人であって、職業上、および（または）地域社会において良い世評を受けている者によって構成 

されるものとする。 

第2節  種  類 

本クラブの会員の種類は次の2種類、すなわち、正会員および名誉会員とする。 

第3節  正会員 

ＲＩ定款第5条第2節に定められた資格条件を有する者は、これを本クラブの正会員に選ぶことができる。 

第4節  移籍ロータリアンまたは元ロータリアン 

会員は、移籍する会員または元クラブ会員を正会員に推薦することができるが、被推薦者がかつて所属していたクラブ 

を退会する、または退会した理由は、本人がそのクラブの所在地域内またはその周辺地域でそのクラブにおいて本人が 

分類されていた職業分類の下に現実に職業活動に従事しなくなったということでなければならない。本節の下に正会員に 

推薦された移籍会員または元クラブ会員は、元クラブによって推薦されることもできる。 

選出によってクラブ会員の身分が職業分類の制限を一時的に超えることになっても、クラブの移籍会員または元クラブ 

会員の職業分類は、正会員に選出されることを妨げるものであってはならない。 

第5節  二重会員 

同時に、本クラブと別のクラブにおいて、正会員になることはできない。いかなる人も本クラブにおいて、会員であると 

同時に名誉会員の資格を保持することはできない。また、いかなる人も、本クラブの正会員であると同時にローターアクト・ 

クラブの会員になることはできない。 

第6節  名誉会員 

（ａ） 名誉会員の資格条件 

   ロータリーの理想推進のために称賛に値する奉仕をした人、およびロータリーの崇高な目的を末永く支援したことで 

ロータリーの友人であるとみなされた人を本クラブの名誉会員に選挙することができる。かかる会員の身分の存続期間 

は、理事会によって決定されるものとする。その人は、二つ以上のクラブで名誉会員身分を保持できる。 

（ｂ） 権利および特典 

   名誉会員は、入会金および会費の納入を免除されるが、投票権を持たず、クラブのいかなる役職にも就くことが 

できない。名誉会員は、職業分類を保持しないが、本クラブのあらゆる会合に出席することができ、その他クラブの 

あらゆる特典を享受することができる。本クラブの名誉会員は、他のクラブにおいてはいかなる権利または特典も認め 

られないものとする。ただし、ロータリアンの来賓としてではなく他のクラブを訪問する権利は認められている。 

第7節  公職に就いている人 

一定の任期の間選挙または任命によって公職にある者は、当該公職の職業分類の下に本クラブの正会員となる資格 

を有しないものとする。この制約は、学校、大学その他の教育施設に奉職する者または裁判官に選挙もしくは任命され 

た者には適用されない。会員で一定の任期をもった公職に選挙または任命された者は、その公職に在任中、以前の職業 

分類の下に、引き続き会員としての身分を保持することができる。 

第8節  ＲＩの職員 

本クラブは、ＲＩに雇用されている会員の会員身分を保持せしめることができる。 

 

第8条  職業分類 
第1節  一般規定 

（ａ） 主な活動 

   各会員は、その事業、専門職務、または社会奉仕の種類に従って分類されるものとする。職業分類は本人の所属する 

商社、会社、団体の主要かつ一般世間がそのように認めている事業活動を示すものか、本人の主たるかつまた一般 

世間がそのように認めている事業または専門職務を示すものか、本人の社会奉仕活動の種類を示すものでなければ 

ならない。 

（ｂ） 是正または修正 

   理事会は、正当な理由がある場合、在籍中の会員の職業分類を是正または修正することができる。是正または修正の 

提案については、当該会員に対して然るべき予告を与え、その会員には、これに対して聴聞の機会が与えられなけれ 

ばならない。 

 

 

 



第2節  制  限 

5名またはそれ以上の正会員がいる職業分類からは、正会員を選出してはならない。ただし、会員数が51名以上の 

クラブの場合は、同一職業分類に属する正会員がクラブ正会員の10パーセントより多くならない限り、その職業分類の 

下に正会員を選出することができる。引退した会員は、その職業分類に属する会員総数に含めてはならない。 

選出によってクラブ会員の身分が職業分類の制限を一時的に超えることになっても、クラブの移籍会員または元クラブ 

会員、あるいはＲＩ理事会によって定義されたロータリー財団学友の職業分類は、正会員に選出されることを妨げるもので 

あってはならない。会員が職業分類を変更した場合、クラブは、これらの制限にかかわらず、同会員の会員身分を新しい 

職業分類の下で継続することができる。 

 

第9条  出  席 
第1節  一般規定 

各会員は本クラブの例会に出席するべきものとする。会員が、ある例会に出席したものとみなされるには、その例会 

時間の少なくとも60パーセントに出席するか、または、会合出席中に不意にその場を去らなければならなくなった場合、 

その後その行為が妥当であるとクラブ理事会が認める理由を提示するか、または、次のような方法で欠席をメークアップし 

なければならない。 

（ａ） 例会の前後14日間 

  例会の定例の時の前14日または後14日以内に、 

（1） 他のロータリー・クラブまたは仮クラブの例会の少なくとも60パーセントに出席すること。または、 

（2） ローターアクト・クラブ、インターアクト・クラブ、ロータリー地域社会共同隊、ロータリー親睦活動、あるいは仮ローター 

アクト・クラブ、仮インターアクト・クラブ、仮ロータリー地域社会共同隊、仮ロータリー親睦活動の例会に出席すること。 

または、 

（3） ＲＩ国際大会、規定審議会、国際協議会、ＲＩ元ならびに現役員のためのロータリー研究会、ＲＩ元、現ならびに次期役員 

のためのロータリー研究会または、ＲＩ理事会またはＲＩ理事会を代行するＲＩ会長の承認を得て招集された他の会合、 

ロータリー合同ゾーン大会、ＲＩの委員会会合、ロータリー地区大会、ロータリー地区協議会、ＲＩ理事会の指示の下に 

開催された地区会合、地区ガバナーの指示の下に開催された地区委員会、または正式に公表されたロータリー・ 

クラブの都市連合会に出席すること。または、 

（4） 他クラブの例会に出席の目的をもってそのクラブの例会定刻に定例会場に赴いたとき、当該クラブが、定例の時間また 

は場所において例会を開いていなかった場合。または、 

（5） 理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブがスポンサーした地域社会の行事や会合に出席すること。または、 

（6） 理事会の会合、または理事会が承認した場合、選任された奉仕委員会の会合に出席すること。または、 

（7） クラブのウェブサイトを通じて、平均30分の参加が義務づけられた相互参加型の活動に参加すること。会員が14日以上 

にわたり海外で旅行している場合、会員が旅行中他国で例会に出席するならば、メークアップ期間に拘束されない。 

このような出席は、会員の海外旅行中欠席した例会のメークアップとして有効とみなされる。 

（ｂ） 例会時において 

    例会のときに、 

（1） 本節⒜項の（3）に挙げた会合の一つに出席するため、適切な直行日程による往復の途次にある場合。または、 

（2） ＲＩの役員、委員、ロータリー財団管理委員がロータリーの用務に携わっている場合。または、 

（3） 地区ガバナーの特別代表として、新クラブ結成中、ロータリーの用務に携わっている場合。または、 

（4） ＲＩに雇用されている者が、ロータリーの用務に携わっている場合。または、 

（5） メークアップすることができないような僻遠の地で、地区、ＲＩ、またはロータリー財団の提唱する奉仕プロジェクトに直接 

かつ積極的に従事している場合。または、 

（6） 理事会が正当に承認したロータリー用務に従事していて、例会に出席できない場合。 

第2節  転勤による長期の欠席 

会員が転勤先で長期にわたって実際に業務に従事している場合、会員の所属クラブと転勤先の指定クラブ間の合意が 

あれば、会員は、転勤先における指定クラブの例会への出席が所属クラブの出席の代わりとなる。 

第3節  出席規定の免除 

次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。 

（ａ） 理事会の承認する条件と事情による欠席の場合。理事会は、正当かつ十分な理由による会員の欠席を認める権限を 

持つ。 

（ｂ） 一つまたはいくつかのロータリー・クラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が85年以上であり、さらに出席規定の適用 

を免除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、理事会が承認した場合。 

第4節  ＲＩ役員の欠席 

会員が現役のＲＩ役員である場合、その会員に対する出席規定の適用は免除されるものとする。 

第5節  出席の記録 

本条第3節⒝または第4節の下に出席規定の適用を免除された会員は、本クラブの出席率の算出に使う会員数に含 

まれない。 

 

 

 



第10条  理事および役員 
第1節  管理主体 

本クラブの管理主体は、細則の定めるところによって構成される理事会とする。 

第2節  権  限 

理事会は全役員および全委員会に対して総括的支配力を持つものとし、正当な理由ある場合は、そのいずれをも罷免 

することができる。 

第3節  理事会による 終決定 

クラブのあらゆる事項に関する理事会の決定は 終であって、クラブに対して提訴する以外にはこれを覆す余地は 

ない。しかしながら、会員身分の終結の決定に関しては、会員は第12条第6節の規定に従って、クラブに提訴するか、 

調停または仲裁に訴えることができる。このような提訴の場合、提訴の対象となった決定は、理事会が指定した例会に 

おいて、定足数の出席を得て、その出席会員の3分の2の投票によってのみ覆すことができるものとする。そして、当該 

例会の少なくとも5日前に、当該提訴の予告が、幹事により、各会員に対して与えられていなければならない。もし提訴が 

行われた場合は、クラブの決定が 終決定となる。 

第4節  役  員 

クラブの役員は、会長、会長エレクト、直前会長、1名または数名の副会長、幹事、会計および会場監督とする。この 

うち、会長、会長エレクト、直前会長および副会長は、全員理事会のメンバーとする。また、幹事、会計および会場監督 

は、細則の定めるところに従って、理事会のメンバーであっても、またそうでなくてもよい。 

第5節  役員の選挙 

（ａ） 会長を除く役員の任期 

各役員はクラブ細則の定めるところに従って選挙されるものとする。会長を除き、各役員は選挙された直後の7月1日 

に就任し、選挙された任期中または後任者が選挙されかつ適格となるまで在任するものとする。 

（ｂ） 会長の任期 

会長は、細則の定めるところに従って、就任する日の直前18カ月以上2年以内に選挙されるものとし、選挙された 

時点から会長ノミニーを務めるものとする。会長ノミニーは、会長として就任する前の年度の7月1日に、会長エレクト 

の役職名が与えられるものとする。会長は、7月1日に就任し、1年間、または後任者が然るべく選挙されて適格となる 

まで、その職務に当たるものとする。 

（ｃ） 資格要件 

各役員および各理事は、いずれも、本クラブの瑕疵なき会員でなければならない。会長エレクトは、ガバナー・エレ 

クトから特に免除されない限り、会長エレクト研修セミナーと地区協議会に必ず出席しなければならない。 

      免除された場合は、所属クラブによって指名された代理を必ず派遣しなければならない。この代理人は会長エレクト 

本人に対し結果報告するものとする。会長エレクトが、ガバナー・エレクトからの免除を受けずに、会長エレクト研修 

セミナーおよび地区協議会に出席しない場合、あるいは、免除されても指定の代理をこれらの会合に派遣しなかった 

場合、かかる会長エレクトはクラブ会長に就任できないものとする。 

このようなことが起こった場合、会長エレクト研修セミナーおよび地区協議会、もしくはガバナー・エレクトが十分である 

とみなした研修に出席した後任者が正式な手続きによって選挙されるまで、現会長が継続してクラブ会長を務める 

ものとする。 

 

第11条  入会金および会費 
 すべての会員は、細則の定める入会金および年会費を納入しなければならない。ただし、第7条第4節に従い、本クラブの 

会員として受け入れられた、移籍する会員あるいは他クラブに属していた元会員は、2度目の入会金の納入を要しないものと 

する。本クラブの会員として受け入れられ、入会の前2年以内にローターアクトとしての会員身分を終了したローターアクター 

には、入会金の支払いが義務づけられないものとする。 

 

第12条  会員身分の存続 
第1節  期  間 

会員身分は、次に定めるところによって終結しない限り、本クラブの存する間存続するものとする。 

第2節  自動的終結 

（ａ） 会員の資格条件 

会員が、会員資格条件に欠けるようになったとき、会員身分は自動的に終結するものとする。ただし、 

（1） 理事会は、会員が本クラブの所在地域またはその周辺地域外に移転する場合、新しい地域社会にあるロータリー・ 

クラブを訪問して知り合いになってもらうために1年以内の期間に限って、出席義務規定の特別免除を与えることが 

できる。ただし、この場合、同会員は引き続きクラブ会員たるすべての条件を満たしていることが前提である。 

（2） 理事会は、本クラブの所在地域またはその周辺地域外に移転する会員の会員身分を保持できる。ただし、同会員は 

引き続きクラブ会員たるすべての条件を満たしていることが前提である。 

（ｂ） 再入会 

会員の会員身分が本節⒜項の規定によって終結した場合、終結時におけるその会員の身分が瑕疵なきもので 

あれば、同人は、同じ職業分類または別の職業分類の下に、新たに入会申込をすることができる。2度目の入会金の 

納入は義務づけられないものとする。 



（ｃ） 名誉会員の会員身分の終結 

名誉会員の会員身分は、理事会が決定した期間の終了をもって自動的に終結する。しかしながら、理事会は名誉 

会員身分の期間をさらに延長することができる。理事会はいつでも名誉会員身分を取り消すことができる。 

第3節  終結―会費不払 

（ａ） 手 続 

所定の期限後30日以内に会費を納入しない会員に対しては、その分かっている 新の宛先に、幹事が、書面を 

もって催告しなければならない。催告の日付後10日以内に会費が納入されなければ、理事会の裁量に従って当該 

会員の会員身分を終結して差し支えない。 

（ｂ） 復 帰 

理事会は、その嘆願がありかつクラブに対する同人のすべての負債が完済されれば、元会員を会員身分に復帰させ 

ることができる。しかしながら、 同人の以前の職業分類が本定款の第8条第2節に適っていない場合は、いかなる 

元会員も正会員に復帰させることはできない。 

第4節  終結―欠席 

（ａ） 出席率 

会員は、 

（1） 年度の各半期間において、メークアップを含むクラブ例会出席率が少なくとも50パーセントに達していなければ 

ならない。 

     （2） 年度の各半期間に開かれた本クラブの例会総数のうち少なくとも30パーセントに出席しなければならない（ＲＩ 

理事会によって定義されたガバナー補佐は、この義務を免除されるものとする）。会員が規定通り出席できない 

場合、その会員身分は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、終結することがある。 

（ｂ） 連続欠席 

会員の会員身分は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、または第9条第3節もしくは第4節に従う 

場合を除き、連続4回例会に出席せず、またメークアップもしていない場合、クラブ理事会は、その欠席がクラブ会員 

身分の終結を要請していると考えられる旨通知するものとする。その後、理事会は、過半数によって、会員の会員 

身分を終結することができる。 

第5節  他の原因による終結 

（ａ） 正当な根拠 

理事会は、いずれの会員も、本クラブの会員としての資格条件に欠けるようになった場合、もしくは他に十分と認め 

られる根拠があれば、特にその目的のために招集された理事会の会合において、理事会全員の3分の2を下らない 

賛成投票によって、その会員身分を終結せしめることができる。本会合の指針となる原則は、第7条の第1節および 

「四つのテスト」とする。 

（ｂ） 通 知 

本節⒜項の下に会員身分を終結する前に、当該会員は、かかる懸案案件について、少なくとも10日間の予告を書面 

によって与えられ、理事会に対して書面による答弁を提出する機会を与えられなければならない。 

また、理事会に出頭して、自分の立場を釈明する権利を持つものとする。かかる予告の通達は、配達証明便または 

書留郵便によって、分かっている 新の宛先に送付されなければならない。 

（ｃ） 職業分類の充填 

本節の規定によって理事会が正会員の会員身分を終結せしめた場合、もし提訴があれば、これに対する聴聞の期限 

が切れて本クラブの決定または仲裁人の決定が発表されるまでは、本クラブは、当該会員の持っていた職業分類の 

下に新しい会員を選挙してはならない。ただし、たとえ終結に関する理事会の決定が覆されても、新会員の入会に 

よって同一職業分類に属する会員の制限を超えない場合はこの限りではない。 

第6節  会員身分の終結に提訴、調停または仲裁を求める権利 

（ａ） 通 知 

幹事は、理事会決定後7日以内に、その理事会の会員身分を終結させる決定を、書面をもって、当該会員に通告しな 

ければならない。その会員は通告の日付後14日以内に、幹事に対する書面をもって、クラブに提訴するか、調停を 

要請するか、もしくは第16条に定める仲裁に訴えるか、いずれかの意思のあることを通告することができる。 

（ｂ） 提訴に対する聴聞の期限 

提訴する場合は、提訴を通告する書面を受理してから21日以内に行われるべきクラブの例会において、当該提訴の 

聴聞を行うために、理事会はその日取りを決定しなければならない。例会およびその例会で行う特別案件について、 

少なくとも5日間の予告が、書面をもって、全会員宛に与えられなければならない。提訴が聴聞される場合には、会員 

のみが出席するものとする。 

（ｃ） 調停もしくは仲裁 

調停もしくは仲裁に使用される手続は第16条に規定された通りである。 

（ｄ） 提 訴 

もし提訴が行われた場合は、クラブの決定が 終決定となり、当事者すべてを拘束するものとなり、仲裁を要求する 

ことはできない。 

（ｅ） 仲裁人または裁定人の決定 

もし仲裁が要求され、仲裁人によって下された決定もしくは両仲裁人が合意に達し得なかった場合、裁定人による 

決定が 終であって、当事者すべてを拘束するものとなり、提訴することはできない。 



（ｆ） 調停の失敗 

調停を要求したが、調停が失敗した場合、本節⒜項の規定に従い、会員はクラブに提訴するか仲裁に訴えることが 

できる。 

第7節  理事会による 終決定 

もしクラブに対する提訴も行われず、仲裁も要求されなかった場合は、理事会の決定は 終決定となる。 

第8節  退 会 

いかなる会員も、本クラブからの退会の申出は書面をもって行い（会長または幹事宛）、理事会によって受理されなけれ 

ばならない。ただし、当該会員の本クラブに対するすべての負債が完済されていることを前提とする。 

第9節  資産関与権の喪失 

いかなる理由にせよ、本クラブの会員身分を終結した者は、すべて、本クラブに属するいかなる資金その他の財産に 

対しても、あらゆる関与権を喪失するものとする。 

第10節  一時保留 

本定款のいかなる規定にもかかわらず、理事会の見解において、 

（ａ） 会員が、本定款に従うことを拒否または怠った、あるいは会員としてふさわしくない振舞い、またはクラブに害をもたらす 

ような振舞いをしたという信憑性のある告発があった場合、および、 

（ｂ） これらの告発が立証され、それが当該会員の会員身分を終結するのに十分な理由となる場合、および、 

（ｃ） 当該会員がその結果を待つ間、または理事会が適切と考える措置が取られるまでは、当該会員の会員身分に関して 

いかなる措置も取らないことが望ましいとされる場合、および、 

（ｄ） クラブの 善の利益のために、当該会員の会員身分に対する票決を取ることなく、当該会員の会員身分を一時保留 

とし、当該会員が例会やそのほかの本クラブの活動への出席や、本クラブのいかなる役職や任務からも除外されるべき 

である場合（本項の目的のため、当該会員は出席義務を免除されるものとする）、 

理事会は、その3分の2以上の賛成票によって、理事会の決定する期間と追加条件に従い（ただし、いかなる場合も、 

正当に必要であるとみなされる期間内で）、前述の通り会員の会員身分を一時保留とすることができる。 

 

第13条  地域社会、国家、および国際問題 
第1節  適切な主題 

地域社会、国家および世界の一般福祉にかかわる公共問題の功罪は、本クラブの会員にとって関心事であり、会員の 

啓蒙となり各自が自己の意見を形成するうえで、クラブ会合における公正かつ理解を深める研究および討議の対象として 

適切な主題というべきである。しかしながら、クラブは、いかなる係争中の公共問題についても意見を表明してはならない。 

第2節  支持の禁止 

本クラブは、公職に対するいかなる候補者も支持または推薦してはならない。またいかなるクラブ会合においても、 

かかる候補者の長所または短所を討議してはならない。 

第3節  政治的主題の禁止 

（ａ） 決議および見解 

本クラブは、政治的性質をもった世界問題または国際政策に関して、討議ないし見解を、採択したり配布したりしては 

ならない。またこれに関して行動を起こしてはならない。 

（ｂ） 嘆 願 

本クラブは、政治的性質をもった特定の国際問題の解決のために、クラブ、国民、政府に対して嘆願してはならない。 

また書状、演説、提案を配付してはならない。 

第4節  ロータリーの発祥を記念して 

ロータリーの創立記念日（2月23日）の週は、世界理解と平和週間と呼称する。この1週間は、本クラブはロータリーの 

奉仕活動を祝い、これまでの業績を振り返り、地域内と世界中で、平和、理解、親善のためのプログラムに重点を置く。 

 

第14条  ロータリーの雑誌 
第1節  購読義務 

ＲＩ細則に従って、本クラブがＲＩ理事会によって、本条規定の適用を免除されていない場合、各会員は、会員身分を 

保持する限りＲＩの機関雑誌またはＲＩ理事会から本クラブに対して承認ならびに指定されている地域的なロータリー雑誌 

を購読しなければならない。購読の期間は、6カ月を1期として取り扱い、本クラブの会員となっている限り継続し、1期の 

中途で会員でなくなった場合にはその期の末日をもって終わるものとする。 

第2節  購読料 

購読料は、半年ごとに、クラブが、その前払金を各会員から徴収し、ＲＩの事務局またはＲＩ理事会の指定によって購読 

することとなった地域的出版物の発行所に送金しなければならない。 

 

第15条  綱領の受諾と定款・細則の遵守 
 会員は、入会金と会費を支払うことによって、綱領の中に示されたロータリーの原則を受諾し、本クラブの定款・細則に 

従い、その規定を遵守し、これに拘束されることを受諾するものとする。そしてこれらの条件の下においてのみ、会員は、本 

クラブの特典を受けることができる。各会員は、定款・細則の印刷物を受け取ったかどうかにかかわらず、定款・細則の条項 

に従うものとする。 



第16条  仲裁および調停 
第1節  意見の相反 

理事会の決定に関すること以外で、現会員または元会員と本クラブ、クラブ役員、または理事会との間に意見の食い 

違いが起こり、このような場合のために規定されている手続によってはどうしても解決できない場合、その問題は、論争 

当事者のいずれかが幹事に要請し、調停によって裁定を行うか仲裁によって解決をはかるものとする。 

第2節  調停または仲裁の期限 

調停または仲裁の場合、理事会は論争当事者と協議して、調停または仲裁の要請を受理してから21日以内に行われる 

よう、調停または仲裁の日取りを決定しなければならない。 

第3節  調 停 

このような調停の手続きは、国もしくは州に対し管轄権を有する関係当局によって承認されたものであるか、または代替 

の争議の解決方法を含む専門知識に定評のある優れた専門職団体によって推薦されたものであるか、またはＲＩ理事会 

もしくはロータリー財団管理委員会が定めた指針文書によって勧められるものとする。調停人にはロータリー・クラブの 

会員のみが指定されることができる。クラブは、適切な調停技能と経験を有するロータリー・クラブの会員を任命するよう 

地区ガバナーもしくはガバナーの代理人に要請することができる。 

（ａ） 調停の結果 

調停によって当事者同士が合意に達した結果もしくは決定は、記録されるものとし、各当事者ならびに調停人がその 

記録をそれぞれ保管するものとする。さらに、理事会にも記録を1部提出し、幹事がそれを保管するものとする。クラブ 

への報告のために、当事者が承諾できる結果の要約文を作成するものとする。当事者の一方が調停内容を十分に 

履行しなかった場合、もう一方は会長または幹事を通じて、更に調停を要請することができる。 

（ｂ） 調停の失敗 

調停を要求したが、調停が失敗した場合、論争当事者は本条の第1節に定める仲裁に訴えることができる。 

第4節  仲 裁 

仲裁が要求された場合、両当事者はそれぞれ1名の仲裁人を指定し、両仲裁人は1名の裁定人を指定しなければなら 

ない。裁定人または仲裁人にはロータリー・クラブの会員のみが指定されることができる。 

第5節  仲裁人または裁定人の決定 

もし仲裁が要求され、仲裁人によって下された決定もしくは両仲裁人が合意に達し得なかった場合、裁定人による 

決定が 終であって、当事者すべてを拘束するものとなり、提訴することはできない。 

 

第17条  細  則 
 本クラブは、ＲＩの定款・細則、ＲＩによって管理上の地域単位が認められている場合には、その手続規則、および本定款と 

矛盾しない細則を採用しなければならない。細則は、本クラブの管理のために、さらに追加規定を設けるものとする。同細則 

は、細則中に定められているところに従って時々改正することができる。 

 

第18条  解釈の仕方 
 「郵便」、「郵送」、および「郵便投票」という用語には、経費を節約し応答を頻繁にするために、電子メール（Eメール）およ 

びインターネット・テクノロジーの活用が含まれるものとする。 

 

第19条  改  正 
第1節  改正の方法 

本条第2節に規定されている場合を除き、本定款は、規定審議会によってのみ改正できる。その方式については、ＲＩ 

細則の改正について同細則で定めているものと同じとする。 

第2節  第2条と第3条の改正 

定款の第2条（名称）および第3条（クラブの所在地域）は、定足数を満たした数の会員が出席した本クラブの例会に 

おいていつでも、出席している全投票会員の 低3分の2の賛成投票によって、改正することができる。ただし、当該改正 

案の通告が、これを議する例会の少なくとも10日前に、各会員に郵送されなければならない。そしてさらに、かかる改正 

は、ＲＩ理事会に提出してその承認を求めなければならない。その承認があって初めてその改正は効力を発するものと 

する。ガバナーは、提出された改正案に関してＲＩ理事会に意見を述べることができる。 

 

 

付  則 

設立年月日 ： 2001年（平成13年） 1月31日   認証年月日 ： 2001年（平成13年） 5月15日 

この定款は2001年（平成13年）1月31日からこれを適用する。 

定款第4条の一部を改正し、2013年（平成25年）7月１日より適用する。 

定款第5条の一部を改正し、2017年（平成29年）7月１日より適用する。 

「郵送」から「郵送及び周知」へ一部を改正し、2017年（平成29年）7月1日より適用する。 
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ロータリー・クラブ細則 

 

第 1 条  定  義 
1. 理事会 ： 本クラブの理事会 

2. 理 事 ： 本クラブの理事会メンバー 

3. 会 員 ： 名誉会員以外の本クラブ会員 

4. Ｒ Ｉ  ： 国際ロータリー 

5. 年 度 ： 7 月 1 日に始まる 12 カ月間 

 

第 2 条  理事会 
本クラブの管理主体は本クラブの会員 18 名により成る理事会とする。すなわち会長、副会長、会長エレクト、幹事会計、 

直前会長および会場監督である。理事会の裁量により、本細則第 3 条第 1 節に基づいて選挙された１1 名の理事である。 

 

第 3 条  理事および役員の選挙 
第 1 節  理事及び役員を選挙すべき会合の 1 カ月前の例会において、会長は、次々年度会長、次年度の副会長、幹事、 

会計、会場監督の役員および１０名の理事候補者及び監事候補者を歴代会長を以て構成される指名委員会によって 

指名することを求めなければならない。 

適法に行われた指名は各役職ごとにアルファベット順に投票用紙に記載されて年次総会において投票に付せられるも 

のとする。投票の過半数を獲得した会長、副会長、幹事、および会計がそれぞれ該当する役職に当選したものと宣言 

されるものとする。投票の過半数を得た１０名の理事候補が理事に当選したものと宣言されるものとする。前記の投票に 

よって選挙された会長候補は、会長ノミニーとなるものとし、その選挙後の次の7月1日に始まる年度に、会長ノミニーの 

まま理事会のメンバーを務め、理事会のメンバーを務めた年度直後の 7 月 1 日に、会長に就任するものとする。 

会長ノミニーは、会長として就任する前の年度の 7 月 1 日に、会長エレクトの役職名が与えられるものとする。 

第 2 節  選挙された役員および理事に直前会長を加えて理事会を構成するものとする。選挙によって決定した次年度理事会 

は、1 週間以内に会合してクラブ会員の中から副会場監督、副幹事を務める者を選任しなければならない。 

第 3 節  理事会またはその他の役職に生じた欠員は、残りの理事の決定によって補填すべきものとする。 

第 4 節  役員エレクトまたは理事エレクトの地位に生じた欠員は、残りの理事エレクトの決定によって補填すべきものとする。 

 

第 4 条  役員の任務 
第 1 節  会 長 

      本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって会長 

    の任務とする。 

第 2 節  会長エレクト 

理事会のメンバーとしての任務およびその他会長または理事会によって定められる任務を行うことをもって会長エレクト 

    の任務とする。 

第 3 節  副会長 

会長不在の場合は本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を 

行うことをもって副会長の任務とする。 

第 4 節  幹 事 

     会員の記録を整理保管し、会合における出席を記録し、クラブ、理事会および委員会の諸会合の通知を発送し、これら 

の会合の議事録をつくってこれを保管し、全会員の人頭分担金および半期報告を提出した 7 月 1 日または 1 月 1 日より 

も後にクラブ会員に選ばれた正会員の比例人頭分担金を記載した毎年 1 月 1 日および 7 月 1 日現在の半期会員報告、 

会員資格変更報告、毎月の 終例会の後 15 日以内に地区ガバナーに対して行わなければならない月次出席報告を 

含む、諸種の義務報告を RI に対して行い、RI 公式雑誌の購読料を徴収してこれを RI に送金し、その他通常その職に 

付随する任務を行うことをもって幹事の任務とする。 

第 5 節  会 計 

すべての資金を管理保管し、毎年 1 回およびその他理事会の要求あるごとにその説明を行い、その他通常その職に 

付随する任務を行うことをもって会計の任務とする。その職を去るに当たっては、会計はその保管するすべての資金、 

会計帳簿、その他あらゆるクラブ財産を、その後任者または会長に引き継がなければならない。 

第 6 節  会場監督 

通常その職に付随する任務、およびその他会長または理事会によって定められる任務を行うことをもって会場監督の 

任務とする。 

 



第 5 条  会  合 
第 1 節  年次総会 

本クラブの年次総会は毎年 12 月第１木曜日に開催されるものとする。そしてこの年次総会において次年度の役員 

および理事の選挙を行わなければならない。 

（注：標準ロータリー・クラブ定款第 6 条第 2 節は、「役員を選挙するための年次総会は、（中略）毎年 12 月 31 日までに開催 

されなければならない」と規定している。） 

第 2 節  本クラブの毎週の例会は木曜日 18 時 30 分に開催するものとする。 

例会に関するあらゆる変更または例会の取消はすべてクラブの会員全員に然るべく通告されなければならない。 

本クラブの瑕疵なき会員はすべて、名誉会員（または標準ロータリー・クラブ定款の規定に基づき、出席を免除された 

会員）を除き、例会の当日、その出席または欠席が記録され、その出席は、本クラブまたは他のロータリー・クラブに 

おいて、その例会に充当された時間の少なくとも 60 パーセントに出席していたことが実証されるか、もしくは標準 

ロータリー・クラブ定款第 9 条第 1 節と第 2 節の規定によるものでなければならない。 

第 3 節  会員総数の 3 分の 1 をもって本クラブの年次総会および例会の定足数とする。 

第 4 節  定例理事会は毎月１回第 1 回例会に開催されるものとする。臨時理事会は会長がその必要ありと認めたとき、または 

2 名の理事から要求があるとき、会長によって招集されるものとする。ただし、その場合然るべき予告が行われなければ 

ならない。 

第 5 節  理事会のメンバーの過半数をもって理事会の定足数とする。 

 

第 6 条  入会金および会費 
第 1 節  入会金は 20,000 円とし、入会承認に先んじ納入すべきものとする。ただし、標準ロータリー・クラブ定款第 11 条の 

規定に該当する場合はこの限りではない。 

第 2 節  会費は年額 200,000 円とし、半年ごとの各支払額のうちの一部は各会員の RI 公式雑誌の購読料に充当するという 

了解の下に、毎年 2 回 7 月 1 日および 1 月 1 日に納入すべきものとする。但し、中途入会者に対しては、経過月数に 

応じて会費を減額する。 

 

第 7 条  採決の方法 
  本クラブの議事は、役員および理事を投票によって選挙する場合を除き、*口頭による採決をもって処理されるものと 

する。理事会は、特定の決議案を、口頭ではなく投票により処理することを決定することができる。 

（*注：口頭による採決とはクラブの投票が発声方式での同意によって行われた場合と定義する。） 

 

第 8 条  五大奉仕部門 
  五大奉仕部門は、本ロータリー・クラブの活動のための理念と実践の枠組みである。それはクラブ奉仕、職業奉仕、社会 

奉仕、国際奉仕、青少年奉仕である。本クラブは、五大奉仕部門の各部門に積極的に取り組むこととする。 

 

第 9 条  委員会 
（ａ） クラブ委員会は、五大奉仕部門に基づいた年次目標および長期目標を実行する責務を担う。会長エレクト、会長直前 

会長は、指導の継続性と計画の一貫性を図るよう協力すべきである。継続性を保持するため、可能であれば、委員会 

委員が同じ委員会を 2 年間務めるよう任命すべきである。会長エレクトは、任期が始まる前に、委員会の空席を補填 

するために委員を任命し、委員会委員長を任命し、企画会議を設ける責務がある。委員長は、同委員会の委員としての 

経験を有していることが推奨される。常任委員会は次の通り任命されるべきものとする。 

  クラブ奉仕委員会 

  職業奉仕委員会 

  社会奉仕委員会 

  国際奉仕委員会 

  青少年奉仕委員会 

(b)  会長はまた、理事会の承認の下に、常任委員会に委員会（特定分野の担当）を設置することができる。 

  1.クラブ奉仕委員会 

    (１) 職業分類増強 委員会 

    (２) プログラム出席情報 委員会 

    (３) 会報雑誌広報 IT 委員会 

    (４) 親睦活動 委員会 

    (５) スマイル BOX 委員会 

  2.職業奉仕委員会 

    (１) 職業指導・職業相談・職業情報委員会 

  3.社会奉仕委員会 

    (１) 協同奉仕・環境保全委員会 

 

 



  4.国際奉仕委員会 

    (１) 青少年交換委員会 

    (２) 米山記念奨学会委員会 

  5.青少年奉仕委員会 

    （1） インターアクト委員会 

  6．ロータリー財団委員会 

（c） クラブ奉仕委員会、職業奉仕委員会、社会奉仕委員会および国際奉仕委員会は、それぞれ会長が理事の中から 

任命する委員長および少なくとも 2 名以上の他の委員から成るものとする。 

（d） 会長は、職権上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員会に付随するあらゆる特典をもつもの 

とする。 

 

第 10 条  委員会の任務 
  会長は、自らの就任年度の諸委員会の任務を定め、見直すものとする。各委員会の任務を発表するにあたり、会長は適切 

な RI 資料を参照するものとする。奉仕プロジェクト委員会は、その年度計画を立てるにあたり、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕 

の部門を考慮に入れることとする。各委員会は、毎年度の初めに設定された具体的な担当職務、明確な目標、行動計画の下 

に、年度中その実施に当たるものとする。会長エレクトは、上述の通り、ロータリー年度の開始に先立ち、クラブ委員会のための 

推奨事項、担当職務、目標、計画を理事会に提示するべく準備するために、必要な指導を行うという主要な責務がある。 

第１節  クラブ奉仕委員会 

この委員会は、クラブ奉仕の諸活動全部に対して責任をもち、かつクラブ奉仕の各特定分野について設置されたあら 

ゆる委員会の仕事を監督、調整する任務をもつものとする。 

（1） 職業分類・会員選考・会員増強委員会 

この委員会は、毎年できるだけ早く、少なくとも 8 月 31 日以前にその地域社会の職業分類調査を行わなければなら 

ない。その調査から、職業分類の原則を適用し、充填未 充填職業分類表を作成しなければならない。必要な場合は 

クラブの現会員のもっている職業分類を再検討しなければならない。そして、あらゆる職業分類の問題について理事会 

と協議しなければならない。また、会員に推薦されたすべての者を個人的な面から検討して、その人格、職業上および 

社会的地位並びに一般的な適格性を徹底的に調査しなければならない。そしてすべての申し込みに対する委員会の 

決定を理事会に報告しなければならない。さらに、絶えず本クラブの充填未充填職業分類表を検討し、未充填の職業 

分類を充填するために適当な人物の氏名を理事会に推薦するよう積極的に努めなければならない。 

（2） ロータリー情報・家族委員会 

この委員会は、会員候補者にロータリー・クラブ会員の特典と責務に関する情報を提供し、会員にあらゆるレベルの 

ロータリーの歴史、綱領、活動に関する情報を提供し、入会してから 初の 1 年間、新会員のオリエンテーションを監督 

するものとする。会員の配偶者や子ども、亡くなったロータリアンの配偶者や子ども等をロータリー活動へ勧誘し、また、 

必要な時には、会員とその家族を援助すること等を通じ、会員の勧誘と退会防止を実施するものとする。 

（3） プログラム・出席委員会 

この委員会は、本クラブの例会および臨時の会合のためのプログラムを準備し、手配予告すると共に、これが完全に 

実施されるまでの責任を負う。また、全会員が、地区大会、都市連合会、地域大会および国際大会を含めたあらゆる 

ロータリーの会合に出席することを奨励する方法を考案しなければならない。特に本クラブへの出席と、本クラブ例会に 

出席できない場合の他のクラブ例会への出席を促し、全会員に出席規程を周知徹底し、出席を良くするためのより良き 

奨励策を講じ、さらに出席不良の原因となる諸事情を確かめてこれを除去することに努める。 

（4） クラブ会報・雑誌・広報委員会 

この委員会は、クラブ週報の刊行によって、関心を促して出席の向上を図り、近づく例会のプログラムを発表し、前回の 

例会の重要事項を報告し、親睦を増進し、全会員のロータリー教育に寄与し、クラブ、会員、および世界各地のロータ 

リー・プログラムに関するニュースを伝えるべく努める。また、広く一般世間に、ロータリー、その歴史、綱領および規模に 

関する情報を提供し、そして、本クラブのために適切な宣伝を行う方策を考案しこれを実施するものとする。また、クラブ 

活性化を支援するための方策を考案しこれを実施する。 

雑誌（ロータリーの友） 

ロータリアン誌に対する読者の関心を喚起し、雑誌月間を主催し、クラブの例会プログラムにおいて毎月雑誌の簡単 

な紹介を手配し、新会員の教化に雑誌を利用することを奨励し、ロータリアンでない講演者に雑誌を贈呈し、図書館、 

病院、学校、その他の図書閲覧室のために国際奉仕並びにその他の特別購読を取り計らい、ニュース資料と写真を 

雑誌編集者に送り、その他あらゆる方法によって雑誌を本クラブ会員およびロータリアン以外の人々に役立てるものと 

する。 

（5） スマイリングＢＯＸ委員会 

この委員会は、会員の善意による奉仕並びにクラブ活動資金を受けるために、スマイル BOX に対する会員の理解と 

協力を得るように努力すると共に、楽しい例会作りに協力するものとする。 

（6） 親睦活動委員会 

この委員会は、例会において奉仕の理念を研鑽するために必要な会員間の親睦をはかるための方策を考案しこれを 

実行する。ロータリーのレクリエーションおよび社交的諸活動への参加を促し、本クラブの一般目的の遂行上、会長また 

は理事会が課する任務を果たす。本クラブのあらゆる会合において、なごやかな雰囲気をつくるための方策を考案し、 

これを実施する。 



 

第 2 節  職業奉仕委員会 

この委員会は、本クラブの会員が、その職業関係における諸責務を遂行し、各会員それぞれの職業における慣行の 

一般水準を引き上げるうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施するものとする。また、職業奉仕 

の諸特定分野について設置される次の委員会の活動を監督しこれを調整する。 

（1） 職業指導・就職委員会 

この委員会は、会員の事業所および地域社会における青少年の職業指導と就職支援を高める方策を考案しこれを 

実施する。 

（2） 職業情報・職業活動委員会 

この委員会は、会員の事業所および地域社会における青少年へ職業情報の提供と職業活動への理解を高める方策を 

考案しこれを実施する 

第 3 節  社会奉仕委員会 

この委員会は、本クラブの会員がその地域社会に対する諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような 

方策を考案しこれを実施する。この委員会の委員長は、本クラブの社会奉仕活動に責任をもち、社会奉仕の諸特定 

分野について設置される次の委員会の仕事を監督しこれを調整するものとする。 

（1） 協同奉仕・環境保全委員会 

この委員会は、会員の事業所およびその地域社会における環境の質を高める方策を考案しこれを実施する。 

第 4 節  国際奉仕委員会 

この委員会は、本クラブの会員が、国際奉仕に関する事柄においてその詰責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を 

与えるような方策を考案し、これを実施する。この委員会の委員長は、本クラブの国際奉仕活動に責任をもち、国際 

奉仕の諸特定分野について設置されるあらゆる委員会の仕事を監督しこれを調整する。 

（1） 青少年交換委員会 

この委員会は、来日学生の参加行事の充実を図り、満足な 1 年を過ごせるように努めると共に、より素晴らしい青少年 

交換プログラム実現に向けて取り組む。また、生活の状況把握、問題対応、情報交換等を行う。 

（2） 米山記念奨学会委員会 

この委員会は、本クラブの会員が、財団法人ロータリー米山記念奨学会の目的を円滑に遂行するための情報を 

提供し、方策を考案しこれを実施する。 

第 5 節  青少年奉仕委員会 

この委員会は、年齢 30 歳までの若い人すべてを含む新世代の多様なニーズを認識しつつ、よりよき未来をもたらす 

ために新世代の生活力を高めることにより、新世代に未来への準備をさせることにあり、新世代の基本的ニーズ（健康・ 

人間の価値・教育・自己啓発）を支援するプロジェクトに着手することにある。 

  （1） インターアクト委員会 

  この委員会は、その地域社会におけるインターアクト・クラブの設立と運営に対して役立つ指導と援助を与える方法を 

考案し、これを実施する。 

第 6 節  ロータリー財団委員会 

この委員会は、本クラブの会員が、ロータリー財団の目的を円滑に遂行するための情報を提供し、方策を考案して 

これを実施する。その他、必要に応じて特別（アドホック）委員会を設けることができる。 

(a) 会長は、職権上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員会に付随するあらゆる特典を持つものと 

する。 

(b) 各委員会は、本細則によって付託された職務および会長または理事会が付託する事項を処理すべきものとする。理事会 

によって特別の権限を与えられた場合を除き、これらの委員会は、理事会に報告してその承認を得るまでは行動を起こ 

してはならない。 

(c) それぞれの委員長はその委員会の定例会合と活動に対して責任を持ち、委員会の仕事を監督、調整する任務を持ち、 

委員会の全活動について理事会に報告するものとする。 

 

第 11 条  出席義務規定の免除 
  理事会に対して書面をもって、正当かつ十分な理由を具して申請することによって、会員は出席義務規定の免除が与え 

られ、一定期間に限り本クラブの例会出席を免除される。 

（注：このような出席義務規定の免除は会員身分の喪失を防ぐためのものである。しかし、本クラブに対してその会員を出席 

同様にみなすためのものではない。その会員が他のクラブの例会に出席しない限り、出席を免除された会員は欠席と記録さ 

れなければならない。ただし、標準ロータリー・クラブ定款の規定に基づいて認められた欠席は、本クラブの出席記録に算入 

されない。） 

 

第 12 条  財  務 
第 1 節  各会計年度の開始に先立ち、理事会はその年度の収支の予算を作成しなければならない。その予算は、これらの 

費目に対する支出の限度となるものとする。ただし、理事会の議決によって別段の指示がなされた場合はこの限りで 

ない。予算は 2 つの部分に分けられるものとする。すなわち、クラブ運営に関する予算と、慈善・奉仕活動運営に 

関する予算である。 

第 2 節  会計は本クラブの資金をすべて理事会によって指定される銀行に預金しなければならない。クラブ資金は 2 つの 



部分に分けられるものとする。すなわち、クラブ運営と奉仕プロジェクトに関する資金である。 

第 3 節  すべての勘定書は、会計もしくは権限を持つ役員によって支払われるものとする。ただし、これは他の 2 名の役員 

または理事が承認した場合のみとする。 

第 4 節  すべての資金業務処理は、毎年 1 回有資格者によって全面的な検査が行われるものとする。 

第 5 節  資金を預りあるいはこれを取り扱う役員は、本クラブの資金の安全保管のために理事会が要求する保証を提供しな 

ければならない。保証の費用は本クラブが負担するものとする。 

第 6 節  本クラブの会計年度は 7 月 1 日より 6 月 30 日に到る期間とし、会費徴収の目的のために、これを 7 月 1 日より 12 

月 31 日に至る期間および 1 月 1 日より 6 月 30 日に至る期間の二半期に分けるものとする。人頭分担金と RI 公式 

雑誌購読料の支払は、毎年 7 月 1 日および 1 月 1 日に、それぞれ当日の本クラブ会員数に基づいて行われるものと 

する。 

 

第 13 条  会員選挙の方法 
第 1 節  本クラブの正会員によって推薦された会員候補者の氏名は、書面をもって、本クラブ幹事を通じ、理事会に提出され 

るものとする。移籍する会員または他クラブに属していた元クラブ会員は、元クラブによって正会員に推薦されても 

よい。この推薦は、本条に別段の規定のある場合を除き、漏らしてはならない。 

第 2 節  理事会は、その被推薦者が標準ロータリー・クラブ定款の職業分類と会員資格の条件をすべて満たしていることを 

確認するものとする。 

第3節  理事会は、推薦書の提出後30日以内にその承認または不承認を決定し、これをクラブ幹事を通じて、推薦者に通告 

しなければならない。 

第 4 節  理事会の決定が肯定的であった場合は、被推薦者に対し、ロータリーの目的および会員の特典と義務について 

説明しなければならない。この説明の後、被推薦者に対し、会員推薦書式に署名を求め、また、本人の氏名および 

本人に予定されている職業分類をクラブに発表することについて承諾を求めなければならない。 

第 5 節  被推薦者についての発表後 7 日以内に、理事会がクラブ会員（名誉会員を除く）の誰からも、推薦に対し、理由を 

付記した書面による異議の申し立てを受理しなかった場合は、その人は、名誉会員でないなら、本細則に定める入会 

金を納めることにより、会員に選ばれたものとみなされる。理事会に対し異議の申し立てがあった場合は、理事会は、 

次の理事会会合において、この件について票決を行うものとする。異議の申し立てがあったにもかかわらず、入会が 

承認された場合は、被推薦者は、名誉会員でないなら、所定の入会金を納めることにより、クラブ会員に選ばれたもの 

とみなされる。 

第 6 節  このような選挙後に、クラブ会長は、当該会員の入会式を行い、当該会員に対して会員証を発行し、ロータリー情報 

資料を提供するものとする。その他、会長もしくは幹事が新会員に関する情報を RI に報告し、会長が、当該新会員が 

クラブに溶け込めるよう援助する会員を 1 名指名し、同新会員をクラブ・プロジェクトまたは役目に配属する。 

第 7 節  クラブは、標準ロータリー・クラブ定款に従い、理事会により推薦された名誉会員を選ぶことができる。 

 

第 14 条  決  議 
  クラブは、理事会によって審議される前に、本クラブを拘束するいかなる決議または提案も審議してはならない。かかる 

決議または提案がクラブの会合で提起されたならば、討議に付することなく理事会に付託しなければならない。 

 

第 15 条  議事の順序 
開会宣言 

来訪者の紹介 

来信、告示事項、およびロータリー情報 

委員会報告（ある場合） 

審議未終了議事 

新規議事 

スピーチその他のプログラム 

閉会 

 

第 16 条  改  正 
  本細則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会員の3分の2の賛成投票によって改正することができる。 

ただし、かかる改正案の予告は当該例会の少なくとも10日前に各会員に郵送及び周知されていなければならない。 

標準ロータリー・クラブ定款およびRIの定款、細則と背馳するごとき改正または条項追加を本細則に対して行うことは 

できない。 

 

第 17 条  所属及び事務所在地 
本クラブは「 国際ロータリー（RI） 第2530地区 県北第一分区 」に所属する。 

本クラブは「 福島県福島市天神町13-5 アンビックス5 201号 」に事務所を設置する。 

 



付  則 

設立年月日 ： 2001年（平成13年） 1月31日   認証年月日 ： 2001年（平成13年） 5月15日 

この細則は2001年（平成13年）1月31日からこれを適用する。 

細則第9条の一部を改正し、2013年（平成25年）7月１日より適用する。 

細則第9条の一部を改正し、2014年（平成26年）7月１日より適用する。 

細則第9条の一部を改正し、2017年（平成29年）7月１日より適用する。 

細則第17条を新たに追記し、2017年（平成29年）7月１日より適用する。 

この規定の「郵送」から「郵送及び周知」へ一部を改正し、2017年（平成29年）7月1日より適用する。 

細則第6条第1節の一部を改正し、2020年（令和2年）7月１日より適用する。 

細則第9条の一部を改正し、2020年（令和2年）7月１日より適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



慶 弔 規 定 

 

1. 会員結婚     1 万円     その子供の結婚     5 千円 

2. 会員事業所の新・改築      ロータリーマークのついた飾り物 （1 万円以内） 

3. 会員及び配偶者の死亡     生花(2 段)1 対 及び 1 万円 

会員の父母及び同居の一親等 （子供・配偶者の両親）     生花(2 段)1 基 及び 1 万円 

4. 会員及び配偶者が傷病により入院 2 週間以上を要すると認めた場合     1 万円 

5. 会員が転勤・転居等により翠疵なく本クラブを退会する場合     餞別 1 万円 

火災・風水害、盗難等により多大な被害を受けた場合は、その度合いに応じて理事会で決定する。 

還暦、古希、喜寿、傘寿、米寿のお祝いを行うものとする。但し当該年度に限る。 

 

 

本規定にない慶弔見舞いについては、その都度理事会において決定し、緊急を要する場合は会長が決定する。会長が 

決定の場合は、事後理事会に報告する。 

 

 

 

 

 

旅 費 規 定 

 

1. 次の諸会議にクラブを代表の出席義務者として参加する場合は本規定による。 

   （1） 地区大会 

   （2） 年次大会 

   （3） インターシティー・ミーティング （Ｉ・Ｍ） 

   （4） その他理事会でとくに認めたもの 

2. 旅費は次の通り支給する。 

   （1） 汽車、電車、バス賃等必要順路による料金は実費の 50％支給する。 

原則、グリーン車は認めない。 

（2） ハイヤー、タクシー料金は出張期間中必要に応じて、実費の 50％支給する。 

（3） 自家用自動車の場合、その所有者に対し、次の通り支給する。 

    県外のみ 一律 5,000 円 

（4） 航空機利用の場合予め理事会において審議の上決定する。 

（5） 宿泊費   1 泊につき  実費（但し、ビジネスホテルを基準とする） 

（6） 登録料   実費 

（7） 前項にて、有料駐車場、有料道路を使用した場合、その実費を支給する。 

  旅費は、支払証明書に幹事のサインを得て支払うものとする。 

 

 

この規程は、平成 13 年 7 月 1 日より実施する。 

この規程は、理事 2/3 の賛成を以って改正することが出来る。 

この規定の一部を改正し、2013 年（平成 25 年）7 月 1 日より適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



指 名 委 員 会 内 規 

 

1. 構成 ： クラブに名誉会員以外の会員籍を有する会長とパスト会長、を以って構成される指名委員会を設けるもの 

とする。（以下「本会」と呼ぶ） 

2. 役員 ： 会長は、本会の議長として本会を代表する。幹事は本会の庶務を掌り、議事に参加するが、決議 

        権を有しない。 

3. 任務 ： 本会は、毎年年次総会の 2 ヶ月前の例会の日までに開催しなければならない。会長エレクトと会長は、 

次期理事役員を人選し、本会に報告しなければならない。また年次総会の前月の理事役員会に、報告しな 

ければならない。 

4. 慣例 ： 理事役員の人選に際し、当クラブの慣例として、以下の様な人選をするのが望ましい。 

           副 会 長          幹事経験者もしくは、同程度の経験者 

              会長組織委員長       会長エレクト 

              クラブ管理運営委員長   副会長 

              プログラム委員長      副会長もしくは幹事経験者 

              ロータリー情報委員長   直前会長・2 代前会長・3 代前会長 

              会 計 監 査        直前会長・2 代前会長 

              職業分類委員長       3 年委員 

              副 幹 事           次期幹事 

              クラブ会報委員長      副幹事 

 

 

この内規は、平成 13 年 7 月 1 日より実施する。 

この内規は、理事 2/3 の賛成を以って改正する事が出来る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロータリー・クラブ細則の改定 
 

第 16 条  改  正 
  本細則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会員の3分の2の賛成投票によって改正することができる。 

ただし、かかる改正案の予告は当該例会の少なくとも10日前に各会員に郵送及び周知されていなければならない。 

標準ロータリー・クラブ定款およびRIの定款、細則と背馳するごとき改正または条項追加を本細則に対して行うことは 

できない。 

 

 

 

以下改定（案） 

ロータリー・クラブ細則 

 

第 6 条  入会金および会費 
現行 

第 1 節  入会金は 50,000 円とし、入会承認に先んじ納入すべきものとする。ただし、標準ロータリー・クラブ定款第 11 条の 

規定に該当する場合はこの限りではない。 

改定 

第 1 節  入会金は 20,000 円とし、入会承認に先んじ納入すべきものとする。ただし、標準ロータリー・クラブ定款第 11 条の 

規定に該当する場合はこの限りではない。 

 

第 9 条  委員会 
現行 

 (b)  会長はまた、理事会の承認の下に、常任委員会に委員会（特定分野の担当）を設置することができる。 

  1.クラブ奉仕委員会 

    (１) 職業分類・会員選考・会員増強委員会 

    (２) ロータリー情報・家族委員会 

    (３) プログラム・出席委員会 

    (４) クラブ会報・雑誌・広報委員会 

    (５) スマイル BOX 委員会 

    (７) 親睦活動委員会 

改定 

(b)  会長はまた、理事会の承認の下に、常任委員会に委員会（特定分野の担当）を設置することができる。 

  1.クラブ奉仕委員会 

    (１) 職業分類増強 委員会 

    (２) プログラム出席情報 委員会 

    (３) 会報雑誌広報 IT 委員会 

    (４) 親睦活動 委員会 

    (５) スマイル BOX 委員会 

 

細則第6条第1節の一部を改正し、2020年（令和2年）7月１日より適用する。 

細則第9条の一部を改正し、2020年（令和2年）7月１日より適用する。 

 

 

 

 



ロータリー・クラブ定款 

 

第11条  入会金および会費 
 すべての会員は、細則の定める入会金および年会費を納入しなければならない。ただし、第7条第4節に従い、本クラブの 

会員として受け入れられた、移籍する会員あるいは他クラブに属していた元会員は、2度目の入会金の納入を要しないものと 

する。本クラブの会員として受け入れられ、入会の前2年以内にローターアクトとしての会員身分を終了したローターアクター 

には、入会金の支払いが義務づけられないものとする。 



例会の取消 

 

2007 年規定審議会において採択された制定案 07-11 により、例会の取消に関する規定に「一

般に認められた祝日を含む」という文言が追加されました。以下は 2013 年手続要覧からの抜粋

です。 

 

============================================================================= 

第 6 条 会合 

第 1 節 – 例会 

(c) 取消。例会日が一般に認められた祝日を含む国民の祝日に当たる場合、またはクラブ会員

が死亡した場合、または全地域社会にわたって流行病もしくは災害が発生した場合、または

地域社会での武力紛争がクラブ会員の生命を脅かす場合、理事会は、例会を取りやめること

ができる。理事会は、本項に明記されていない理由であっても、1 年に 4 回まで例会を取り

やめることができる。ただし、本クラブが 3 回を超えて続けて例会を開かないようなことが

あってはならない。 

============================================================================= 

 

日本国内のクラブについては、以下のように補足させていただきます。 

 

1) 1 年に４回を上限として任意で例会を取りやめることができる。 

2) 国民の祝日（＝カレンダー上赤くなっている日）と例会日が重なる場合、この例会を 1)の回

数制限とは別に休会とすることができる。 

3) 12 月 31 日～1 月 3 日の期間に例会日が重なる場合、この例会を 1)の回数制限とは別に休会

とすることができる。 

4) 一般的なお盆休みの期間中、任意の例会 1 回を 1)の回数制限とは別に休会とすることができ

る。ここで言うお盆休みの期間は地域毎の風習に準ずる。 

5) 台風などの自然災害を回避するために採られる休会のご判断は、気象に関する特別警報を基

準とすることなく、各クラブに任せられる。休会した例会を第 XX 回例会のように通し番号

に含めるか否かもクラブの判断に委ねられる。休会とした場合、1)の回数制限にはカウント

されない。 

6) 理由の如何に因らず、例会取りやめは３回連続までは認められるが、４回連続以上は認めら

れない。 

 

 

(2015 年 7 月 13 日更新) 



ロータリー年表 
 

1905 2月 23日、シカゴ・ロータリークラブ創立 

1906 シカゴ RC定款制定及び改定。 

1907 公衆便所設置運動（シカゴ RC） 

1910 全国ロータリークラブ連合会結成、第一回全国大会。ロータリーの綱領制定。 

1911 ロータリー宣言の結語として[ He profits most who serves best ]を採用。 

機関誌ナショナル・ロータリアン誌発刊。 

1912 国際ロータリークラブ連合会に改称。ロータリー・マーク制定 

機関誌名をザ・ロータリアン誌に改称。 

ロータリーの綱領改定 

1913 水害救助拠金。身体障害児対策開始（シラキューズ RC) 

1914 ロータリー旗制定。イギリスが B.A.R.C.結成。難民救援活動（イギリス・アイルランド） 

1915 ロータリー倫理訓採択。 

ロータリーの綱領改定。標準定款・模範細則採用。 

District制度及びガバナー制度制定。アディショナル正会員制度設定。 

身体障害児対策を開始(トレード RC) 

1916 A talking knowledge of Rotary出版。 

青少年活動委員会設立。出席競争開始 

1917 アーチ・クランフ基金創設。身体障害児協会設立（トレード RC） 

1918 戦争避難民救済資金募集（アメリカの各クラブ） 

1919 国際協議会においてガバナー会議が開催される 

1920 東京 RC設立。青少年週間行事開始（ニューヨーク）。奨学金制度開始（アトランタ RC） 

1921 アメリカ以外で最初の国際大会がスコットランド・エジンバラで開催、これを記念して、綱領

に国際親善と平和の項目を加えることを決定 

1922 国際ロータリーに改称。ロータリーの綱領・定款・細則改正。メークアップ規定制定 

R.I.B.I.地域運営が認められる。出席規定制定。大阪 RC設立 

1923 決議 23-34採択。ロータリー記章制定。関東大震災見舞金が RIより送られる 

1924 神戸・名古屋 RC設立 

1925 京都 RC設立 

1927 ベルギーのオステンド大会で、四大奉仕部門が設定される。 

1928 日本が第 70地区に設定される。ロータリー財団設立。 

The Meaning of Rotary 出版 

1930 ロータリー創立 25周年。 

パスト・サービス会員制度設定。青少年交換指針発表。 

1931 ロータリー財団信託宣言。 

1932 四つのテスト発表。［国の法律習慣に関する批判］を発表。 

1933 レビスタ・ロータリアン発行。［ロータリアン間の取引関係］を発表。 

国際大会で始めての規定審議会が開催される。Rotary ? 出版 

1934 ［国亊に関する方針の声明］を発表。ロータリーの綱領改正。 

This Rotarian Age 出版。 

1935 国家間訪問（ロータリー友情交換）プログラム設定。 

大連宣言発表 

1936 ドイツでクラブ解散。［国家有事中のロータリー活動］を発表 

1937 イタリア・オーストリアでクラブ解散 

1939 シニア会員制度設定。日満ロータリー連合会結成。 



国際身体障害者協会設立（エドガー・アレン） 

1940 日本が RI脱退。［青少年への奉仕の目標］を発表。 

1942 チェスレイ・ペリーRI事務総長退任。シニア会員をシニア・アクチブ会員に変更。 

［ロータリアンに対する事業上の援助と助言］を発表。 

1945 国連憲章起草に参画。ロータリー財団の目標設定。 

1946 米山梅吉、福島喜三次逝去。ロータリー財団奨学生制度計画発表。 

1947 ポール・ハリス逝去。ロータリー財団奨学生制度実施。第一回復協議会開催。 

1948 [Service is my Business][My Road to Rotary] 出版。 

1949 東京・大阪・京都・名古屋・神戸・福岡・札幌 RCが RI復帰。ドイツがＲＩ復帰。 

1950 [He profits most who serves best] [Service above self] を正式標語に決定。 

1951 中華人民共和国 RI離脱。RI加盟認証番号を廃止。 

ロータリーの綱領[ Objects ] を [ Object ] に変更。最初のロータリー財団奨学生来日。 

1952 日本 2地区に分割 

1953 ロータリーの友創刊。東京 RCが米山奨学金制度設立 

1954 四つのテスト版権が RIに寄贈される。エバンストンに中央事務局完成 

1955 ロータリー創立 50周年。ロータリー財団の目標改正。 

シニア・アクチブ会員制度一部改正。日本 4地区に分割 

1956 ロータリー財団週間制定 

1957 ロータリー米山記念奨学会設立。日本 5地区に分割 

1958 世界理解週間制定 

1959 財団奨学生の目的を国際理解に変更。 

[ Seven Paths to Peace ]出版。日本 6地区に分割 

1960 日本 7地区に分割 

1961 インターアクト・クラブ提唱。日本 8地区に分割 

1962 インターアクト・クラブ設立（フロリダ）。WCSプログラム発足 

1963 ［国際ロータリーの基本方針］［ロータリーの基本的特色］を発表 

仙台に日本最初のインターアクト・クラブ設立 

1964 シニア・アクチブ会員、アディショナル会員制度一部改正 

1965 ロータリー財団プログラム改正。日本 11地区に分割 

1966 職業分類指針制定。最初の研究グループ交換来日。 

1967 財団法人米山記念奨学会設立。地区出席競争制定。日本 13地区に分割 

1968 海外ロータリー・ボランティア制度発足。世界親睦活動発足 

ローターアクト・クラブ設立。居住地会員制度設定。 

アーチ・クランフ賞設定。日本 14地区に分割 

1969 青少年活動週間設定。地区幹事・地区会計制度設定 

1970 規定審議会を RIの立法機関とすることを決定。 

シニア・アクチブ会員制度一部改正。日本 17地区に分割 

1971 公害防止の指針発表。ロータリー財団に心身障害者教師の奨学金を設定 

ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）設立。日本 18地区に分割 

1972 ［環境の改善］を発表。 

1973 意義ある業績賞を制定。日本 20地区に分割 

1974 環境保全と資源問題の委員会設置。 

1975 ［国法の遵守］を発表。ロータリーの友英語版創刊 

1976 マッチド・クラブ制度復活。［ロータリーの目的］発表 

ジャーナリストのためのロータリー財団奨学金制定 



1977 日本 22地区に分割 

1978 ３－Ｈプログラム制定。日本 23地区に分割 

1979 職業奉仕週間新設 

1980 ロータリー創立 75周年。ロータリー国際平和賞を制定。 

ロータリーの友公式地域誌に認定。日本 24地区に分割 

1981 RI日本支局開設 

1982 日本 26地区に分割 

1984 ［ロータリーの基本的特色］［ロータリーの定義］を改正 

1985 ポリオ・プラス運動開始。日本 27地区に分割 

1987 ［職業奉仕に関する声明］を発表。日本 28地区に分割 

1988 ［他団体への協力］を発表。ロータリー理解推進月間・会員増強拡大月間新設。 

1989 ［職業宣言］を発表。女性会員入会。日本 30地区に分割 

1990 ［子供の権利］を発表。ロータリー財団寄付シェア・システムに改正 

われらの天体、地球プログラム発表 

1991 ［国際ロータリーの使命］を発表。日本 31地区に分割 

1992 ［社会奉仕に関する声明(決議 92-286)］［環境保全(決 議 92-287)]を発表。 

ロータリー財団プログラム改正。日本 33地区に分割 

アディショナル正会員制度一部改正 

1993 世界社会奉仕の目標発表。ロータリー財団ジャパン・プログラム開始 

1995 
メークアップ期間の延長。ロータリー・ワールド発刊 

ゾーン制度改正。パスト・サービス会員資格改正 

1996 新世代会議開催。女性のニーズに応えるロータリー活動声明を採択 

1997 ニューリーダーシップ・プランの採用 

1998 出席免除適用規定改正 

2000 ロータリーの IT革命。 

2001 

一人一業種制廃止。 

正会員と名誉会員に統合・シニア、パスト、アディショナル会員廃止。 

メークアップ規定の改正 

サイバークラブ認可 

2003 ロータリ・ファミリー 

2004 
大阪国際大会開催 

They profit most who serve bestに変更 

2005 
ロータリー創立 100周年。 

クラブ・リーダーシップ・プランの採用 

2007 
会員資格の変更(財団学友・地域社会活動家)。 

出席義務の緩和 

2010 
新世代奉仕が加わり五大奉仕となる。 

One profit most who serves bestに変更 
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